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STEP１-１ 基本情報
組合コード 46576
組合名称 丸全昭和運輸健康保険組合
形態 単一
業種 運輸業

令和3年度 令和4年度 令和5年度
被保険者数
* 平均年齢は
特例退職被保
険者を除く

1,552名
男性93.8%

（平均年齢45.5歳）*
女性6.2%

（平均年齢38.2歳）*

1,547名
男性93.4%

（平均年齢45.4歳）*
女性6.6%

（平均年齢38.3歳）*

1,564名
男性93.2%

（平均年齢45.4歳）*
女性6.8%

（平均年齢37.7歳）*
特例退職被保険
者数

0名 0名 0名

加入者数 3,078名 3,026名 2,940名
適用事業所数 4ヵ所 4ヵ所 4ヵ所
対象となる拠点
数

153ヵ所 152ヵ所 154ヵ所

保険料率
*調整を含む

100‰ 100‰ 100‰

健康保険組合と事業主側の医療専門職
令和3年度 令和4年度 令和5年度
常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人)

健保組合 顧問医 0 0 0 0 0 0
保健師等 0 0 0 0 0 0

事業主 産業医 0 3 0 3 0 3
保健師等 1 0 1 0 1 0

第2期における基礎数値
（平成28年度の実績値）

特定健康診査実施率
(特定健康診査実施者数÷
特定健康診査対象者数)

全体 1,071 ∕ 1,531 ＝ 70.0 ％
被保険者 1,035 ∕ 1,035 ＝ 100.0 ％
被扶養者 199 ∕ 496 ＝ 40.1 ％

特定保健指導実施率
(特定保健指導実施者数÷
特定保健指導対象者数)

全体 103 ∕ 351 ＝ 29.3 ％
被保険者 103 ∕ 171 ＝ 60.2 ％
被扶養者 0 ∕ 180 ＝ 0.0 ％

令和3年度 令和4年度 令和5年度
予算額(千円) 被保険者一人

当たり金額（円） 予算額(千円) 被保険者一人
当たり金額（円） 予算額(千円) 被保険者一人

当たり金額（円）

保健事業費

特定健康診査事業費 3,252 2,095 3,292 2,128 3,288 2,102
特定保健指導事業費 5,142 3,313 5,136 3,320 5,136 3,284
保健指導宣伝費 2,953 1,903 2,955 1,910 3,355 2,145
疾病予防費 23,038 14,844 21,093 13,635 24,468 15,645
体育奨励費 2,734 1,762 3,896 2,518 3,857 2,466
直営保養所費 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
　
小計　…a 37,119 23,917 36,372 23,511 40,104 25,642
経常支出合計　…b 1,150,895 741,556 1,155,744 747,087 1,227,533 784,868
a/b×100 （%） 3.23 3.15 3.27
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令和3年度 令和4年度

令和5年度
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男性（被保険者）
令和3年度 令和4年度 令和5年度
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 0人 5〜9 0人
10〜14 0人 15〜19 4人 10〜14 0人 15〜19 6人 10〜14 0人 15〜19 10人
20〜24 96人 25〜29 122人 20〜24 107人 25〜29 125人 20〜24 116人 25〜29 134人
30〜34 89人 35〜39 115人 30〜34 83人 35〜39 120人 30〜34 88人 35〜39 99人
40〜44 164人 45〜49 220人 40〜44 145人 45〜49 204人 40〜44 143人 45〜49 193人
50〜54 295人 55〜59 189人 50〜54 302人 55〜59 206人 50〜54 289人 55〜59 226人
60〜64 102人 65〜69 41人 60〜64 101人 65〜69 33人 60〜64 105人 65〜69 41人
70〜74 18人 70〜74 13人 70〜74 14人

女性（被保険者）
令和3年度 令和4年度 令和5年度
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 0人 5〜9 0人
10〜14 0人 15〜19 0人 10〜14 0人 15〜19 0人 10〜14 0人 15〜19 0人
20〜24 14人 25〜29 21人 20〜24 17人 25〜29 18人 20〜24 22人 25〜29 17人
30〜34 11人 35〜39 14人 30〜34 16人 35〜39 14人 30〜34 14人 35〜39 10人
40〜44 5人 45〜49 8人 40〜44 4人 45〜49 7人 40〜44 9人 45〜49 10人
50〜54 10人 55〜59 6人 50〜54 11人 55〜59 5人 50〜54 7人 55〜59 7人
60〜64 5人 65〜69 3人 60〜64 6人 65〜69 4人 60〜64 7人 65〜69 3人
70〜74 0人 70〜74 0人 70〜74 0人

男性（被扶養者）
令和3年度 令和4年度 令和5年度
0〜4 80人 5〜9 94人 0〜4 87人 5〜9 95人 0〜4 89人 5〜9 78人
10〜14 126人 15〜19 119人 10〜14 115人 15〜19 109人 10〜14 107人 15〜19 118人
20〜24 42人 25〜29 3人 20〜24 55人 25〜29 2人 20〜24 45人 25〜29 3人
30〜34 3人 35〜39 1人 30〜34 1人 35〜39 1人 30〜34 1人 35〜39 1人
40〜44 1人 45〜49 0人 40〜44 1人 45〜49 0人 40〜44 1人 45〜49 0人
50〜54 0人 55〜59 0人 50〜54 0人 55〜59 0人 50〜54 0人 55〜59 1人
60〜64 1人 65〜69 2人 60〜64 1人 65〜69 1人 60〜64 0人 65〜69 1人
70〜74 3人 70〜74 1人 70〜74 1人

女性（被扶養者）
令和3年度 令和4年度 令和5年度
0〜4 80人 5〜9 96人 0〜4 68人 5〜9 90人 0〜4 66人 5〜9 84人
10〜14 117人 15〜19 110人 10〜14 121人 15〜19 117人 10〜14 111人 15〜19 114人
20〜24 56人 25〜29 17人 20〜24 50人 25〜29 12人 20〜24 32人 25〜29 14人
30〜34 44人 35〜39 59人 30〜34 31人 35〜39 61人 30〜34 24人 35〜39 52人
40〜44 88人 45〜49 107人 40〜44 86人 45〜49 87人 40〜44 69人 45〜49 80人
50〜54 116人 55〜59 84人 50〜54 132人 55〜59 82人 50〜54 117人 55〜59 87人
60〜64 47人 65〜69 18人 60〜64 44人 65〜69 16人 60〜64 49人 65〜69 19人
70〜74 12人 70〜74 13人 70〜74 12人

基本情報から見える特徴

１．小規模な健保組合である
２．運輸業のため女性の被保険者が非常に少ない
３．全適用事業所の内、本社のある首都圏に被保険者の約３分の２が所属している
４．事業所の拠点が全国に点在しており、拠点の規模も小さい
５．４０歳以上に加入者構成が偏っているため、平均年齢も高い
６．当健保組合には、医療専門職がいない
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STEP１-２ 保健事業の実施状況
保健事業の整理から見える特徴
・特定保健指導対象者の人数が、なかなか減少しない。
・社内報に当健康保険組合からの情報提供として、「健保だより」を定期的に掲載しているが、自宅まで持ち帰らない加入者がいる。
・事業主の人事部と連携し、衛生講演会の実施、健康増進推進委員会を開催し、加入者への健康管理に対する啓蒙を実施。
・体育奨励として、夏季期間中に施設と利用契約を締結しているが、利用者が限定されてきている。

事業の一覧
職場環境の整備
加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　衛生講演会
　保健指導宣伝 　医療費通知
個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健康診査
　特定保健指導事業 　特定保健指導
　保健指導宣伝 　育児教育用小冊子配布
　疾病予防 　生活習慣病検診（補助）
　疾病予防 　大腸がん検診（補助）
　疾病予防 　前立腺検診（補助）
　疾病予防 　乳ガン・子宮ガン検診（補助）
　疾病予防 　精密検査（補助）
　疾病予防 　被扶養者健診（補助）
　疾病予防 　配偶者健診（補助）
　疾病予防 　インフルエンザ予防接種費用（補助）
　体育奨励 　プ−ル開設（補助）
事業主の取組
　1 　健康経営優良法人認定申請への取り組み
　2 　健康経営の検討
　3 　生活習慣病検診
　4 　育児教育用小冊子配布
※事業は予算科目順に並び替えて表示されています。
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職場環境の整備
加入者への意識づけ
保
健
指
導
宣
伝

2 衛生講演会 生活習慣病予防と健康増進について専門家を招聘し、講習
会を開催する。 被保険者 全て 男女

-
〜
-

全員 150 全国安全週間に事業主と共催で、衛生
管理者講習を開催。

毎年、テーマを設定し、医師等による
講演会を開催。 - -

2 医療費通知 ３ヵ月に一回受診者毎に通知。 被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

全員 378 加入者に対して６月、９月、１２月、
３月に配付 - - -

個別の事業
特
定
健
康
診
査
事
業

3 特定健康診査
・４０歳以上の特定健診受診対象となる被扶養者について
は、全国巡回健診実施業者に委託の他、集合契約健診機関
により実施
・一般被保険者は、事業主健診にて実施

被保険者 全て 男女
-

〜
-

基準該
当者 2,925 - - - -

特
定
保
健
指
導
事
業

4 特定保健指導

・業者との委託契約により、被保険者の特定保健指導を実
施。各事業所の拠点を中心に初回面接会場を設け、委託先
指導員により個別対面指導及びＩＣＴにより継続指導を実
施。
・被扶養者の特定保健指導の実施については、対象者で希
望者は､健診会場にて初回面談を実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

基準該
当者 5,142 - - - -

保
健
指
導
宣
伝

5 育児教育用小
冊子配布

・新生児出産の被保険者又は配偶者に、育児教育用小冊子
を毎月１回１年間自宅に送付。 被保険者 全て 女性

-
〜
-

基準該
当者 165 - - - -

疾
病
予
防

3 生活習慣病検
診（補助）

・３０才以上の被保険者に対し、春季定期健康診断時の胃
検診費用の負担。
・胃X線検査 ･胃内視鏡検査 8,000円を限度とする。

被保険者 全て 男女
-

〜
-

基準該
当者 10,480 - - - -

3 大腸がん検診
（補助）

・３０才以上の被保険者に対し、春季定期健康診断時に便
検査(２回法)を実施、その費用の負担。 被保険者 全て 男女

-
〜
-

基準該
当者 1,310 - - - -

3
前立腺検診（
補助） ・５０才以上の男子被保険者に対し、春季定期健康診断時

に実施、その費用の負担。 被保険者 全て 男性
-

〜
-

基準該
当者 1,950 - - - -

3
乳ガン・子宮
ガン検診（補
助）

・女子被保険者に対し、春季定期健康診断時に実施、その
費用の負担。 被保険者 全て 女性

-
〜
-

全員 950 - - - -

3 精密検査（補
助）

定期健診後の胃部Ｘ線検査で要精密検査対象者に対する費
用の負担。（胃内視鏡検査、胸部ＣＴ検査） 被保険者 全て 男女

-
〜
-

基準該
当者 3,500 - - - -

3 被扶養者健診
（補助）

・３０才以上４０才未満の被扶養者に対し特定健康診断を
実施する。特定健診時にオプション検診を受診する場合は
、特定健診料を含め20,000円まで費用補助を行う。 また、
４０才以上の被扶養者が特定健診時にオプション検診を受
診する場合も同様とする。

被扶養者 全て 男女
-

〜
-

基準該
当者 3,230 - - - -

予
算
科
目

注1)
事業
分類

事業名 事業の目的および概要
対象者

事業費
(千円)

振り返り
注2)
評価資格 対象

事業所 性別 年
齢 対象者 実施状況・時期 成功・推進要因 課題及び阻害要因
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3 配偶者健診（
補助）

・被保険者の被扶養者である３０才未満の配偶者が健康診
断を受診する場合、10,000円までの費用補助を行う。 基本
健診とオプション検診を受診する場合も同様とする。

被扶養者 全て 男女
-

〜
-

基準該
当者 75 - - - -

3
インフルエン
ザ予防接種費
用（補助）

・被保険者予防接種者に対し、1,000円の補助。 被保険者 全て 男女
-

〜
-

全員 1,543 - - - -

体
育
奨
励

8 プ−ル開設（
補助）

・夏季期間中に施設と利用契約を締結し、被保険者とその
家族を対象に利用券を発行する。

被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

全員 1,191 - - - -

注１) １．職場環境の整備  ２．加入者への意識づけ  ３．健康診査  ４．保健指導  ５．健康教育  ６．健康相談  ７．訪問指導  ８．その他
注２) １．39%以下  ２．40%以上  ３．60%以上  ４．80%以上  ５．100%

予
算
科
目

注1)
事業
分類

事業名 事業の目的および概要
対象者

事業費
(千円)

振り返り
注2)
評価資格 対象

事業所 性別 年
齢 対象者 実施状況・時期 成功・推進要因 課題及び阻害要因
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事業主の取組
健康経営優良法人
認定申請への取り
組み

健康経営優良法人の認定 被保険者
被扶養者 男女

-
〜
-
- - - 有

健康経営の検討
従業員の健康の維持・増進が企業の生産性や収益性の向上につなが
るという考え方に立ち、経営的な視点から、従業員の健康管理を戦
略的に実践する。　今年度は、現状の把握と問題点の把握、対策の
立案まで実施する。

被保険者 男女

18
〜（

上
限
な
し）

これまで、社員の健康管理については健康診断
の結果による個別対応だったが、各部門との連
携、特に健保組合のデータヘルス計画に基づい
て戦略的に実施を行う。
・特定保健指導１０月から
・インフルエンザ予防接種１１月、１２月の２
ヶ月間

・データヘルス計画の外注化により事業の具体
化と実現性が高まった。 ・実施に当っての要員不足と経験不足 有

生活習慣病検診 春季定期健康診断時の胃健診費を補助することで、生活習慣病の予
防、意識付けの浸透を図る。 被保険者 男女

30
〜
-
３０歳以上の被保険者に対して、春季定期健康
診断時の胃健診費を補助の実施。 - - 有

育児教育用小冊子
配布

・新生児出産の被保険者又は配偶者に、育児教育用小冊子を毎月１
回１年間自宅に送付。

被保険者
被扶養者 女性

-
〜
-
新生児出産の被保険者や被扶養者に、育児教育
用小冊子「赤ちゃんとママ」を毎月送付。 - - 有

事業名 事業の目的および概要
対象者 振り返り 共同

実施資格 性別 年
齢 実施状況・時期 成功・推進要因 課題及び阻害要因
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STEP１-３ 基本分析

登録済みファイル一覧
記号 ファイル画像 タイトル カテゴリ コメント
ア 特定健診・特定保健指導の分析（特定健診受診状況／メタ

ボリックシンドローム該当者の状況）
特定健診分析 -

イ 特定健診・特定保健指導の分析（問診のリスク状況） 特定健診分析 -

ウ 医療費の分析（医療費の状況） 医療費・患者数分析 -

エ 医療費の分析（医療費の状況） 医療費・患者数分析 -

オ 医療費分析（健保連との比較） 医療費・患者数分析 -

カ 医療費の分析（疾病分類別医療費構成割合） 医療費・患者数分析 -

キ 医療費の分析（疾病分類別医療費構成割合） 医療費・患者数分析 -

ク 医療費の分析（カテゴリ別　医療機関受診率／人員構成と
医療費構成）

医療費・患者数分析 -
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ケ 医療費の分析（カテゴリ別　区分別医療費の厚生） 医療費・患者数分析 -

コ 医療費の分析（カテゴリ別　重複受診状況） 医療費・患者数分析 -

サ 医療費の分析（カテゴリ別　頻回受診状況） 医療費・患者数分析 -

シ 医療費の分析（カテゴリ別　ジェネリック置換状況） 後発医薬品分析 -

ス 生活習慣病に関する対策効果分析（生活習慣病のリスクマ
ップ）

健康リスク分析 -

セ 生活習慣病に関する対策効果分析（高血圧／糖尿病の治療
と状態変化の経年分析）

健康リスク分析 -

ソ 健康起因の企業リスク（脳・心臓疾患による突然死リスク
に関する分析）

健康リスク分析 -

タ 健康起因の企業リスク（メンタルヘルス疾患に関する分析
）

健康リスク分析 -

チ 健康起因の企業リスク（睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）罹
患に関する分析）

健康リスク分析 -

9



（出典）健保連との比較は、平成３０年度（第３期）特定健診・特定保健指導の実施状況に
関する調査（令和２年１１月）

（分析年度）２０１９年度

４－２.特定健診・特定保健指導の分析 （１）健診受診状況
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４－２.特定健診・特定保健指導の分析 （２）メタボリックシンドローム該当者の状況（４０歳以上）
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４－２.特定健診・特定保健指導の分析 （３）問診のリスク状況（４０歳以上）

※評価対象者数：健診受診者数 回答：該当問診データの回答者数 （分析年度）２０１９年度
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４－２.特定健診・特定保健指導の分析 （３）問診のリスク状況（健保連平均との比較）
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４－２.特定健診・特定保健指導の分析 （３）問診のリスク状況（健保連平均との比較）
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４－３.医療費の分析 （１）医療費の状況
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４－３.医療費の分析 （１）医療費の状況
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４－３.医療費の分析 （２）医療費３要素分解分析（健保連平均との比較）
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４－３.医療費の分析 （３）一人当たり医療費（健保連平均との比較）
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４－３.医療費の分析 （３）一人当たり医療費（健保連平均との比較）
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４－３.医療費の分析 （４）疾病分類別医療費構成割合
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４－３.医療費の分析 （４）疾病分類別医療費構成割合
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４－３.医療費の分析 （５）カテゴリ別 医療費の分布
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４－３.医療費の分析 （５）カテゴリ別 医療費の分布
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４－３.医療費の分析 （５）カテゴリ別 重複受診状況
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４－３.医療費の分析 （５）カテゴリ別 頻回受診状況
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４－３.医療費の分析 （５）カテゴリ別 ジェネリック置換状況
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４－４.生活習慣病に関する対策効果についての分析 （１）生活習慣病のリスクマップ
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４－４.生活習慣病に関する対策効果についての分析 （２）高血圧の治療と状態変化の経年分析
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４－４.生活習慣病に関する対策効果についての分析 （２）高血圧の治療と状態変化の経年分析
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４－４.生活習慣病に関する対策効果についての分析 （３）糖尿病の治療と状態変化の経年分析
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４－４.生活習慣病に関する対策効果についての分析 （３）糖尿病の治療と状態変化の経年分析
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４－５.健康起因の企業リスクについて （１）脳・心臓疾患による突然死リスクに関する分析
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４－５.健康起因の企業リスクについて （１）脳・心臓疾患による突然死リスクに関する分析
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４－５.健康起因の企業リスクについて （１）脳・心臓疾患による突然死リスクに関する分析
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４－５.健康起因の企業リスクについて （１）脳・心臓疾患による突然死リスクに関する分析
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４－５.健康起因の企業リスクについて （２）メンタルヘルス疾患に関する分析
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４－５.健康起因の企業リスクについて （２）メンタルヘルス疾患に関する分析
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４－５.健康起因の企業リスクについて （３）睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）罹患に関する分析
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STEP２ 健康課題の抽出
No. STEP1

対応項目 基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性 優先すべき
課題

1
被保険者では、４０−４４歳、４５−４９歳の特定健診受診率が、健保連平
均に対して、低くなっている。
被扶養者では、全ての年齢階層において、特定健診受診率が、健保連平均に
対して、低くなっている。

 特定健診と婦人科健診をセットにして、受診率を高める工夫をしている
が、より積極的な受診を促すよう、動機付けが必要となっている。 

2

メタボリックシンドローム該当者、予備軍とも、健保連平均よりも高くなっ
ている。
メタボリックシンドローム該当者は、４０−４４歳が低いが、それ以外の年
齢階層で、２０％以上となっている。
メタボリックシンドローム予備軍は、４５−４９歳、７０−７４歳で低いが
、それ以外の年齢階層で、２０％以上となっている。

 被保険者の生活習慣改善に向けた運動習慣や食習慣の改善を支援する。
特定保健指導の実施率を上げ、特定健康指導の対象者を減らすことが重
要

3 男性における喫煙率が全年齢層で高い水準にある。将来の生活習慣病の重症
化予防に向けて、喫煙対策の検討･実施の強化が必要となる。  喫煙による健康被害軽減に向け、加入者の禁煙活動を支援する。

4
加入者一人当たりの合計額が、初めて健保連平均以下となったが、歯科医療
費単価は、健保連平均に対して高くなっている。  引続き歯科関連疾患の予防や重症化防止対策が求められる。

歯科医療費の適正化に向け、口腔の不調を早期に発見できるよう健診等
の機会提供の検討が必要となる。

5
正しい受療行動に関する情報提供を通じたリテラシーの底上げを図りつつ、
医療費の抑制に余地のある後発薬活用やセルフメディケイションを促してい
くことが必要となる。（ＮＯ．１１と共通）

 医療費の更なる抑制に、加入者個々人に後発薬利用のメリットを伝え、
後発薬の普及促進を図る。（ＮＯ．１１と共通）

6

①一定数がんに罹患する加入者がいることから、がんに正しく備えるための
リテラシーの向上が必要となる。
②がんへの対応力強化は、早期発見が欠かせない。各種がん検診実施の検討
も求められる。特に女性は婦人科系疾患の早期発見支援が必要となる。
③がんに早期に適切に対応できるよう、治療選択のサポートや治療の選択肢
を増やす等のサポートも考えられる。
④被保険者においても、がん罹患が目立つ。働きながらがんの治療を確保す
るための環境整備も課題となる。

 ①各種がん検診をはじめ、がんへの対応力を強化するため必要とされる
リテラシーの向上を図る。
②がん検診の受診を促し、がんの早期発見に努める。
③がんの治療法に関するアドバイスや、高額な治療への備えを検討する
。
④休職が長期に及んだ場合や、フルタイムでの出勤が難しい場合にも安
心して治療に専念できるよう環境の整備を検討する。

7
被保険者男性において生活習慣病医療費の割合が大きく｢肥満」｢血圧｣｢肝機
能」の指標のリスク該当率が高い。
運動･食事の生活習慣改善等、総合的な対策が必要となる。

 各種対策が有効に働くように、まずは、被保険者の健康リテラシーの強
化を図る。
被保険者の生活習慣改善に向けた運動習慣や食習慣の改善を支援する。
疾病発症を水際で防げるよう、特定保健指導の実施を強化する。



8
生活習慣病リスクマップにおいて、「不健全な生活習慣」に該当する加入者
が６〜７割を占めている。
髙血圧症や糖尿病を中心として、重症化予防に向けて適切な受療が必要とな
る。

 高血圧や高血糖の未受療者について、適切な受療がなされるよう受療勧
奨を実施する。

ア

ア

イ

ウ

エ，オ，シ

カ，ケ

ケ

ス，セ
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9
心血管疾患による突然死リスク保有者割合は、約１６％、脳卒中による突然
死リスク保有者割合は、約１８％となっている。
他社データと比較すると、低い値になっているが、引続き注意が必要となる
。（ＮＯ．１０と連携）

 メンタルヘルス、長時間労働に対して、事業主と情報を共有することで
、未然防止に実施する。（ＮＯ．１０と連携）

10
一部年齢層において、メンタルヘルス不調の該当率が高くなっている。　が
んと同じく就業への影響が大きく、事業主と連携した総合的な支援が求めら
れる。

 メンタルヘルスケアの対応力強化に向け、セミナー等を通じてリテラシ
ーの向上を図る。
メンタル不調の早期発見に向け、ストレスチェック等のセルフケアのサ
ポートを行う。



11
ジェネリック置換状況において、先発医薬品における後発品置換による削減
金額が見込まれている。
正しい受療行為に関する情報提供を通じたリテラシーの底上げを図りつつ、
医療費の抑制に余地のある後発薬活用やセルフディケイションを促進してい
くことが必要となる。

 加入者に対して、ジェネリック医薬品利用に対する情報提供と啓蒙を図
る。
医療費の更なる抑制に、加入者個々人にジェネリック医薬品利用のメリ
ットを伝え、ジェネリック医薬品の普及促進を図る。

12
５０〜５９歳、６０〜６９歳の年齢階層で、頻回受診割合が高い水準となっ
ている。
正しい知識を提供することで不要・不急な医療の抑制に協力してもらう必要
がある。

 不要不急な受療を避け、適切な受療がなされるよう、知識の提供や相談
窓口の活用を促す。

基本情報
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1 全適用事業所の内、本社のある首都圏に被保険者の約３分の２が所属している。  中部地区、関西地区などの加入者に対する情報提供、保険指導、保険教育の実施
2 年齢が４０歳以上に加入者構成が偏っているため、平均年齢が高い。  生活習慣病をはじめとする中高齢加入者への対応の実施

3 当健康保険組合には、医療専門職がいない。  予防医学的な知識、経験が必要な場面では、事業主の専門職もしくは委託事業者の活用
する。

保健事業の実施状況
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1 特定保健指導対象者の人数が、なかなか減少しない。  地道な特定保健指導の継続。

2 社内報に当健康保険組合からの情報提供として、「健保だより」を定期的に掲載しているが
、自宅まで持ち帰らない加入者がいる。  加入者が興味を持ち続けるような記事の継続的な掲載。

3 事業主の人事部と連携し、衛生講演会の実施、健康増進推進委員会を開催し、加入者への健
康管理に対する啓蒙を実施。  コロナ過での集合開催ができないので、ＷＥＢ等を利用した開催の検討が必要となって

いる。
4 体育奨励として、夏季期間中にプール施設と利用契約を締結しているが、利用者が限定され

てきている。  体育奨励活動として、他の企画も検討する必要がある。

ソ

タ

エ，オ，シ

サ
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STEP３ 保健事業の実施計画

事業の一覧
職場環境の整備
　予算措置なし 　健診データの確実な収集
加入者への意識づけ
　その他 　加入者への情報の提供と啓蒙
個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健康診査事業（被保険者）
　特定健康診査事業 　特定健康診査事業（被扶養者）
　特定保健指導事業 　特定保健指導事業
　保健指導宣伝 　健康増進講習会
　保健指導宣伝 　健康ポータルを活用した情報提供、健康取組増進とインセンティブ制度の導入
　保健指導宣伝 　「健康保険のしおり」配布
　保健指導宣伝 　「健保だより」の掲載（社内報）
　保健指導宣伝 　医療費通知の送付（被保険者）
　保健指導宣伝 　ジェネリック医薬品の使用推奨
　保健指導宣伝 　育児教育用冊子の配布
　保健指導宣伝 　禁煙推進施策の実施
　保健指導宣伝 　歯磨きキャンペーン、口腔ケアプログラムの推進
　疾病予防 　重症化予防事業
　疾病予防 　健診費用補助（被保険者向け）
　疾病予防 　健診費用補助（配偶者向け：３０歳未満）
　疾病予防 　健診費用補助（被扶養者向け：３０〜３９歳）
　疾病予防 　インフルエンザの予防接種と費用補助
　その他 　事業主との健康施策相互支援
※事業は予算科目順に並び替えて表示されています。

事業全体の目的
データ分析により当健保組合の現状の把握を行い、課題を洗い出すことによって具体的な対策を立案し、組合加入者の医療費の適正化や健康増進を図る。

事業全体の目標
個別の対策によって得られる実績をアウトプット・アウトカムの適切な目標のもとに実績の数値管理を行い、見える化を図り、正しい評価が行えるようにする。
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職場環境の整備

予
算
措
置
な
し

1,2 既
存

健診データの
確実な収集 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 ３ イ,ウ,エ,オ

,キ,ク,ケ

・定期健康診断の前に各事業所へ健診デー
タの提供依頼のメールを出す。
・健診実施後、母体企業から保健師を通じ
てデータを回収し、事業所からは直接回収
する。
・健診結果がデータ化できない健診機関に
ついては、データ化の依頼を行い、データ
化ができない場合は、事業所に他の健診機
関に代えてもらう。

ア,イ,キ,サ

・母体企業並びに事業所については、健診
データの重要性を説明し、協力を要請する
。
・契約健診機関には、引続き健診データの
提供を依頼していく。
・健診結果がいただけない健診機関には、
協力依頼を行う。

0 対象外
健診データの取込み漏れは、データヘルス
計画の根幹に係る問題であるので、各事業
所並びに母体企業の保険師、加えて健診機
関にも協力を求め、平成３２年度までに１
００％を実現する。

被保険者では、４０−４４歳、４５−４９歳
の特定健診受診率が、健保連平均に対して、
低くなっている。
被扶養者では、全ての年齢階層において、特
定健診受診率が、健保連平均に対して、低く
なっている。

健診データの取込み率(【実績値】50％　【目標値】令和3年度：100％)- 健診データの収集・取込みは、データヘルス計画の基本事項である。　まず、体制や環境を整えることでアウトカム指標は省略したい。
(アウトカムは設定されていません)

加入者への意識づけ

そ
の
他

2,5 既
存

加入者への情
報の提供と啓
蒙

全て 男女
18
〜
74

加入者
全員 ３ エ,ケ

・紙・メール、イントラネットの掲示板、
健康ポータルサイトの活用により情報提供
及び教育を行う。
・外部講師を招いての講習会の開催を行う
。

ア,イ,ケ,コ
,シ

・各事業所並びに母体企業保険師との連携
による情報提供の実施。
・事業毎の外注先との連携による事業計画
の策定と実施。
・健保連神奈川連合会の保険師との連携に
よる講習会の実施。

40,223

①特定健康診査事業（被保険者）
②特定健康診査事業（被扶養者）
③特定保健指導事業
④重症化予防事業
⑤健診費用補助①（被保険者向け）
⑥健診費用補助②（配偶者向け３０歳未満）
⑦健診費用補助③（被扶養者向け：３０〜３９歳）
⑧インフルエンザ予防接種と費用補助
⑨事業主との健康施策相互支援
⑩健康増進講習会
⑪健康ポータルを活用した情報提供、健康取組増進とインセンティブ制度の導入
⑫｢健康保険のしおり｣配布
⑬｢健保だより｣の掲載(社内報)
⑭医療費通知の送付（被保険者）
⑮ジェネリック差額通知
⑯育児教育用冊子配布
⑰禁煙推進施策の実施
⑱歯磨きキャンペーン、口腔ケアプログラムの推進

保健事業の年度事業計画の１００％実施を
目指し、健保加入者に対する適切な情報提
供と健康教育を推進する。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業
）

年度計画の達成率(【実績値】90％　【目標値】令和3年度：100％)- 加入者への情報の提供と啓蒙と言うことで、内容が異なる事業が多いためアウトカムは、個々の事業にて設定するのでここでは省略します。
(アウトカムは設定されていません)

個別の事業
特
定
健
康
診
査
事
業

3

既
存(

法
定)

特定健康診査
事業（被保険
者）

全て 男女
40
〜
74

被保険
者 ３ ク,シ

・事業実施方法について、年度初めに事業
主と擦り合わせ確認を行う。
・５月中旬までに、健診の実施案内を行う
。（事業主）
・未受診者（受診の未確認）をリストアッ
プして、事業所と擦り合わせることで、事
業所から健保への報告漏れ（データ不備）
をなくす。

ア,コ,サ

・事業主の定期健診にて行う。
・事業所の指定健診機関にて受診。（一部
は個人健診機関）
・未受診者については、事業所から職制を
通じてフォロー
・健診結果が紙ベースや問診内容が抜けて
いるデータは、パンチしてデータ取込みを
行う。

2,400
・事業主健診と合わせて特定健診を実施して受診機会を確保する。
・事業主と連携しながら健診データ未提出者へのフォロー（健診データの収集）を行うことにより
、受診率を向上する。

特定健康診査の受診により、疾病の早期発
見、早期治療により健康の維持・増進を図
る。

被保険者では、４０−４４歳、４５−４９歳
の特定健診受診率が、健保連平均に対して、
低くなっている。
被扶養者では、全ての年齢階層において、特
定健診受診率が、健保連平均に対して、低く
なっている。

健診データ未提出者への対策実施率(【実績値】70％　【目標値】令和3年度：100％)・健診データ未提出者のいる事業所及び受診機関への督促実施率。 特定健診受診率(【実績値】99％　【目標値】令和3年度：99％)-

3

既
存(

法
定)

特定健康診査
事業（被扶養
者）

全て 男女
40
〜
74

被扶養
者 １ ア,ケ

・年間を通じて受診案内を行い、受診漏れ
を防ぐ。
・未受信者への受診勧奨を行う。
・他の保険者による健診を受診した方につ
いては、受診結果の提出を促す。

サ

・年１回、健保組合及び外部業者から被扶
養者宛に受診券及び輸送案内の配布。
・年１回、健保組合から被保険者宛に受診
案内送付（社内メール）
・年１回、健保組合から被保険者宛に受診
勧奨案内（メール）及び受診勧奨はがきを
発送。

13,000
・被扶養者について、自宅宛に受診案内はがきを発送する等、通年で特定健診の受診を促す。
・受診率向上を図るため、外部委託先を活用する。
・他で受診した者については、受診結果の提出を促す。

特定健康診査の受診により、疾病の早期発
見、早期治療により健康の維持・増進を図
る。

被保険者では、４０−４４歳、４５−４９歳
の特定健診受診率が、健保連平均に対して、
低くなっている。
被扶養者では、全ての年齢階層において、特
定健診受診率が、健保連平均に対して、低く
なっている。

未受信者への案内実施回数(【実績値】1回　【目標値】令和3年度：1回)モニタリングの実施 特定健診受診率(【実績値】30％　【目標値】令和3年度：70％)-
特
定
保
健
指
導
事
業

4

既
存(

法
定)

特定保健指導
事業 全て 男女

40
〜
74

被保険
者,基準
該当者

３ ク,ケ,シ

・平成３０年度までは、被保険者の対象者
について事業主と情報を共有し、事業所か
ら指導参加を強く促し、参加を促進する。
・平成３１年度以降、対象者に被扶養者も
加え実施率を向上させる。
・地方拠点でも受診しやすい環境整備を行
うなど、利便性の向上を図る。

ア,コ

・事業主と連携して実施体制（対象者への
通知、就業中の参加）の構築・環境整備を
行う。
・被扶養者については、平成３１年度より
健診結果と併せて該当者へ連絡するか（受
診券方式）、健診会場にて当日該当者が面
談を行う。（全国巡回健診）

10,000 事業主や健康管理室と連携し、特定保健指導の実施体制の構築及び環境整備を推進し、指導の実施
率向上と指導該当者の減少を目指す。

特定健診の結果、各項目の数値を基準に所
謂グレーゾーンの者に対して、健康の維持
・改善を図るために目標を与え定期的に指
導を行う。

メタボリックシンドローム該当者、予備軍と
も、健保連平均よりも高くなっている。
メタボリックシンドローム該当者は、４０−
４４歳が低いが、それ以外の年齢階層で、２
０％以上となっている。
メタボリックシンドローム予備軍は、４５−
４９歳、７０−７４歳で低いが、それ以外の
年齢階層で、２０％以上となっている。

保健指導実施率(【実績値】-　【目標値】令和3年度：45％)平成３５年度実施率６０％を目指す。 保健指導該当率(【実績値】-　【目標値】令和3年度：24％)平成３５年度の特定保健指導該当率を２０％までに下げる。
保
健
指
導
宣
伝

5 既
存

健康増進講習
会 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 ３ エ,ケ

・年１回、１０月の安全衛生週間に、全国
の衛生管理者が受講する健康セミナーを開
催。（５０名程度）
・セミナー受講後、受講者が各拠点にて水
平展開を実施。

ア,イ,コ
・事業所と健保組合が共同開催。
・健保連神奈川連合会の保険師に依頼し、
本社施設でセミナー実施。
・就業時間中に開催することで参加しやす
い環境を提供。

0 事業所と健保組合が共同で各拠点の衛生管理者向けに生活習慣病予防や健康管理に関するセミナー
を開催する。

健保組合員に対し、健康に必要な情報の提
供や教育を通じて、健康の維持・増進を図
る。

一部年齢層において、メンタルヘルス不調の
該当率が高くなっている。　がんと同じく就
業への影響が大きく、事業主と連携した総合
的な支援が求められる。

開催回数(【実績値】1回　【目標値】令和3年度：1回)開催実績回数。 セミナー開催後の各拠点における水平展開回数(【実績値】-　【目標値】令和3年度：1回)セミナー開催後、受講者が各拠点において、内容を水平展開した回数。

予
算
科
目

注1)
事業
分類

新
規
既
存

注2)
事業名

対象者 注3)
実施
主体

注4)
プロセス

分類
実施方法

注5)
ストラク

チャー
分類

実施体制 予算額
(千円) 実施計画 事業目標 健康課題との関連対象

事業所 性別 年
齢 対象者

アウトプット指標 アウトカム指標
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2,5 新
規

健康ポータル
を活用した情
報提供、健康
取組増進とイ
ンセンティブ
制度の導入

全て 男女
18
〜
74

加入者
全員 １ ア,エ,ケ

・健康ポータルの導入・活用を通じて、加
入者の健康増進をサポート。
・健康ポータルサイトでは、以下サービス
機能の利用が可能。
　①各種健診データの参照（健診データ、
医療費通知など）
　②個人の健康データに応じたお勧めコン
テンツ等の閲覧
　③健康ポイントプログラム
・健康ポイントに応じてインセンティブプ
ログラムを提供。（平成３１年度以降、商
品交換可能）
・健康ポイントが獲得できるプログラム・
イベント等を検討。

ア,サ

・健保組合にてベネフィットワン・ヘルス
ケアと契約、費用負担。
・「健保だより」や社内メール等を活用し
ながら、更なる周知・浸透を図る。
・健康づくり取組施策の参加毎にポイント
が付与。
・健康ポータル管理画面で管理

5,600
・健康ポータルを活用し、分り易い情報提供と課題の可視化、支援メニューの提案等を通じ加入者
の生活習慣改善につなげる。
・インセンティブプログラムを提供し、加入者の健康づくり取組みへの積極的かつ継続的参加を促
す。
・被保険者の継続的な利用率を向上させる。

・加入者全員の健康意識向上、行動変容に
よる疾病リスクの低減。
・継続利用を図るため、健康インセンティ
ブを導入し、加入者が健康づくりの取組み
に参加することでポイントが付与され、商
品との交換も可能。

該当なし

被保険者のログイン率(【実績値】-　【目標値】令和3年度：90％)・実績把握は、管理者画面より集計。
・平成３５年までにログイン率１００％を目指す。

ポイント申請人数(【実績値】-　【目標値】令和3年度：200人)・平成３５年度で被保険者１，５００名の約２割が申請。
・管理者画面で集計。

管理画面での集計回数(【実績値】-　【目標値】令和3年度：12回)毎月１回、管理者画面にて実績を管理 各事業への参加者数(【実績値】-　【目標値】令和3年度：350人)・平成３５年度で被保険者１，５００名の約３割が参加。
・管理者画面で集計。

5 既
存

「健康保険の
しおり」配布 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 １ ケ

・「健康保険のしおり」の作成配布・周知
等を通じて、健保の仕組みや保健事業内容
の周知・広報を行う。
・作成・配布は原則１年おきに実施する。
・大きな法令変更がない場合は、新規発行
は行わず、改正点のみを差分配布する。

サ

・健保にて「健康保険のしおり」冊子内容
の見直し・改定を定期的に行う。
・職場経由で被保険者に配布。（自宅に持
ち帰るよう指導）
・情報の鮮度管理含め、内部の管理体制の
強化を進める。
・社内メールやイントラ掲示板等で更なる
周知・浸透を図る

1,200 「健康保険のしおり」冊子の見直しによって改定部分の差分配布や新規改訂版の配布等により、保
健事業の周知広報を図ることで、加入者の健康リテラシー向上及び健康増進取組を促進する。

「健康保険のしおり」冊子の見直しによっ
て改定部分の差分配布や新規改訂版の配布
等により、保健事業の周知広報を図ること
で、加入者の健康リテラシー向上及び健康
増進取組を促進する。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業
）

保健事業案内冊子の見直し・改定(【実績値】1回　【目標値】令和3年度：1回)- 改正差分又は最新版しおりの配布率(【実績値】100％　【目標値】令和3年度：100％)-

5 既
存

「健保だより
」の掲載（社
内報）

全て 男女
18
〜
74

加入者
全員,基
準該当
者,定年
退職予

定者

３ ケ,ス
季節に応じたイベントや生活習慣改善に関
する健康情報・ニュース等を定期的に発信
する。

サ

・社内報に「健保だより」の記事を掲載す
る。
・健保にて記事原稿を寄稿。（季節性疾患
は保険師から案内）
・社内メール・イントラ等を活用して、再
周知を図る。

0 社内報への「健保だより」の記事掲載を通じて、季節に応じたイベントや生活習慣改善に関する健
康情報を提供することで、加入者の健康リテラシー向上及び健康増進取組を促進する。

「健保だより」を通じて健保組合員に対し
、必要な情報の提供や啓蒙によって、健康
リテラシー向上及び健康増進取組を促進す
る。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業
）

情報発信の回数(【実績値】6回　【目標値】令和3年度：6回)- 社内報には、多くの記事が載っており「健保だより」だけについて、掲載の効果測定ができないため。
(アウトカムは設定されていません)

5 既
存

医療費通知の
送付（被保険
者）

全て 男女
18
〜
74

被保険
者 １ エ,ス

・年４回、紙通知を送付。（平成３０年度
まで）
・健康ポータル（ＷＥＢ）経由で医療費通
知を実施。（平成３１年以降）

サ,ス ・平成３１年以降、健康ポータルのマイペ
ージ上で参照可能とする。 100 ・平成３０年度までは、年４回紙通知を行い、健康ポータルへの移行の準備期間とする。

・平成３１年以降被保険者宛に、原則ＷＥＢによる医療費通知を定期的に提供する。
医療費通知により、加入者の適切な受診を
目指し、自身の医療費の利用状況を認識す
ることで、医療費の提言を図る。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業
）

加入者への案内実施率(【実績値】100％　【目標値】令和3年度：100％)- 閲覧人数(【実績値】1,506人　【目標値】令和3年度：1,300人)平成３５年までに被保険者全員が健康ポータルで医療費通知を閲覧することを目標とする。

5 既
存

ジェネリック
医薬品の使用
推奨

全て 男女
0

〜
74

加入者
全員 １ ク,ケ

・健康ポータル（ＷＥＢ）経由でジェネリ
ック差額通知を実施。
・健康ポータル等でジェネリック利用に関
する情報提供を行い、利用促進を図る。

サ ・健康ポータル上で参照可能とする。 0 定期的に差額通知を掲載するとともに、ジェネリック医薬品に関する情報提供やその他の媒体によ
る情報提供を通じ、ジェネリックの利用を促す。

ジェネリック医薬品の利用率を向上させる
。

ジェネリック置換状況において、先発医薬品
における後発品置換による削減金額が見込ま
れている。
正しい受療行為に関する情報提供を通じたリ
テラシーの底上げを図りつつ、医療費の抑制
に余地のある後発薬活用やセルフディケイシ
ョンを促進していくことが必要となる。

促進通知案内(【実績値】-　【目標値】令和3年度：1回)- 数量シェア(【実績値】67％　【目標値】令和3年度：76％)平成３５年までに厚生労働省目標値の数量シェア８０％以上を目指す。

2 既
存

育児教育用冊
子の配布 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 １ ク

・１年間定期購読できるように、育児情報
誌を出産した加入者宅へ送付する。
・読者向け満足度調査アンケートを実施す
る。

サ
・被保険者・被扶養者が出産した際に、委
託業者へ定期購読のための情報提供を行う
。
・健保組合にて外部業者と契約、費用を負
担する。

170 出産を迎えた被保険者・被扶養者宛に育児誌「赤ちゃんとママ」「同季刊紙」を配布する。 乳児の健康維持と健康リテラシーの高い親
の人数の増加。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業
）

案内実施率(【実績値】100％　【目標値】令和3年度：100％)- 満足度調査(【実績値】50％　【目標値】令和3年度：50％)満足度は、読者はがきの回収によってはかる。

5 新
規

禁煙推進施策
の実施 全て 男女

20
〜
74

加入者
全員 ３ ク,ケ,シ

・禁煙関連ポスターの掲示。
・社内イントラで健康情報の提供を行う。
・各事業所∕職場に対して、禁煙キャンペ
ーンの取組を働きかける。
・禁煙外来の費用補助を行う。

ア,イ,ス
・健康増進委員会で禁煙対策の必要性を共
有する。
・禁煙外来費用について、健保負担。

80 ・禁煙サポートの取組として、禁煙キャンペーンの実施や禁煙外来の費用補助を行う。
・禁煙外来の費用補助を行い、禁煙に成功する人の数を増やす。

・平成３１年度まで、健康増進委員会を開
催し事業所との連携の強化を図る。
・平成３２年度以降、禁煙に取組む人の増
加。

男性における喫煙率が全年齢層で高い水準に
ある。将来の生活習慣病の重症化予防に向け
て、喫煙対策の検討･実施の強化が必要となる
。

健康増進委員会の開催回数(【実績値】-　【目標値】令和3年度：1回)- 喫煙率（40歳以上）(【実績値】39.6％　【目標値】令和3年度：32％)-
禁煙キャンペーンの実施回数(【実績値】-　【目標値】令和3年度：1回)- -

2 新
規

歯磨きキャン
ペーン、口腔
ケアプログラ
ムの推進

全て 男女
7

〜
74

基準該
当者 １ ケ

・健康ポータル等を活用しながら、歯周病
等に関する健康情報の提供を行い、加入者
に対して口腔ケアのニーズ喚起を行う。
・口腔ケアプログラムの企画・実施につい
て検討する。

ス
・健康ポータルや社内イントラ等を活用し
て、健保組合からタイムリーに情報提供を
行う。
・口腔ケアプログラムの実施費用等を健保
組合にて負担する。

500 歯周病等に関する健康情報の提供及び口腔ケアプログラムの提供を通じて、加入者の口腔ケアに関
する取組を推進する。

口腔ケア・歯周病予防に関する取組参加者
の増加。 該当なし

案内・情報発信の回数(【実績値】-　【目標値】令和3年度：1回)年１回 コンテンツ利用者（閲覧者）(【実績値】-　【目標値】令和3年度：40人)５０人

予
算
科
目

注1)
事業
分類

新
規
既
存

注2)
事業名

対象者 注3)
実施
主体

注4)
プロセス

分類
実施方法

注5)
ストラク

チャー
分類

実施体制 予算額
(千円) 実施計画 事業目標 健康課題との関連対象

事業所 性別 年
齢 対象者

アウトプット指標 アウトカム指標
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疾
病
予
防

2,4 既
存

重症化予防事
業 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 ３ ク,ケ

・医療機関受診勧奨の対象者リストを作成
。
・各事業所及び母体企業保険師との打合せ
の場にて、対象者情報を共有。
・保険師から該当者に電話またはメールに
て連絡し、個別指導・面談をする。

ア,コ ・事業主に実施委託。 0 生活習慣病リスク保有者に対し、個別面談を行い、適切な受療を促す。
事業所及び母体企業保険師との間で、生活
習慣病リスク保有者で未受療の被保険者の
情報を共有し、重症化の予防と医療費抑制
を図る。

心血管疾患による突然死リスク保有者割合は
、約１６％、脳卒中による突然死リスク保有
者割合は、約１８％となっている。
他社データと比較すると、低い値になってい
るが、引続き注意が必要となる。（ＮＯ．１
０と連携）

対象者への受療勧奨の実施率(【実績値】50％　【目標値】令和3年度：90％)３０年度は、事業所・保険師への情報提供環境を整え、３１年度より実質稼動となる。 対象者の受診率(【実績値】-　【目標値】令和3年度：45％)平成３４年度までに、対象者の受診率を５０％まで高める。

3 既
存

健診費用補助
（被保険者向
け） 全て 男女

18
〜
74

被保険
者,基準
該当者

３ ク,ケ 事業主診断と合わせて、がん検診・精密検
査等を実施。 サ

・事業主健診と合わせて、各種健診の実施
と費用補助を実施。
・母体企業の保険師から受診勧奨。

8,800
・事業主健診と合わせて、各種検査に対する費用補助を実施。
・事業主と連携しながら未受信者へのフォロー（健診データの収集）を行う等して、受診率を向上
させる。

事業主の実施する定期健康診断とのコラボ
レーションで組合員の健康の維持・増進を
図る。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業
）

未受信者への受診勧奨実施率(【実績値】60％　【目標値】令和3年度：100％)- 健診受診率(【実績値】99％　【目標値】令和3年度：99％)-

3
既
存

健診費用補助
（配偶者向け
：３０歳未満
）

全て 男女
18
〜
29

被扶養
者,基準
該当者

１ ク,ケ ５月中旬までに、配偶者向けの健診費用補
助制度について案内を行う。 ア,サ

・「健康保険のしおり」、イントラネット
掲示板等を通じて、対象者宛に案内。
・健診費用の一部を健保にて負担。（上限
１万円）

100 病気の早期発見・早期対策の強化に向け、健診費用の補助を通じて配偶者健診の受診を促す。
３０歳未満の配偶者に対し、健診の費用補
助を行うことで健診の受診率を上げ、病気
の早期発見・治療を図る。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業
）

補助金制度の案内実施回数(【実績値】1回　【目標値】令和3年度：1回)- 受診者数(【実績値】0人　【目標値】令和3年度：10人)-

3 既
存

健診費用補助
（被扶養者向
け：３０〜３
９歳）

全て 男女
30
〜
39

被扶養
者,基準
該当者

１ ク,ケ ５月中旬までに、被扶養者向け検診費用補
助制度について案内を行う。 ア,サ

・「健康保険のしおり」、イントラネット
掲示板等を通じて、対象者宛に案内。
・健診費用の一部を健保にて負担。（上限
２万円）

2,800 病気の早期発見・早期治療の強化に向け、健診費用の補助を通じて被扶養者の健診受診を促す。
３０歳以上３９歳までの被扶養者に対し、
健診の費用補助を行うことで健診の受診率
を上げ、病気の早期発見・治療を図る。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業
）

補助制度の案内実施回数(【実績値】1回　【目標値】令和3年度：1回)- 受診者数(【実績値】10人　【目標値】令和3年度：40人)平成３５年度までに、受診者６０人を目標。

2,5 新
規

インフルエン
ザの予防接種
と費用補助

全て 男女
18
〜
74

被保険
者 ３ ケ ・被保険者を対象に１１月、１２月の時期

にインフルエンザの予防接種を行う。 ア,コ
・実施による費用補助は、１人・１回で１
，０００円を健保組合が行う。
・事業所・拠点単位で集団予防接種の実施
も検討。

1,200 各事業所との連携をしながら、インフルエンザの罹患リスクの軽減及び重症化予防のため、予防接
種の利用促進を図る。

インフルエンザの感染予防並びに重症化予
防に向けた予防接種の利用者数増加。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業
）

案内回数(【実績値】-　【目標値】令和3年度：1回)- 接種率(【実績値】-　【目標値】令和3年度：35％)-

そ
の
他

1 既
存

事業主との健
康施策相互支
援

全て 男女
18
〜
74

被保険
者 ３ キ,シ

・年１回「健康管理事業推進委員会」を開
催する。
・各事業所における健康課題の共有、保健
事業の実施・展開方法等について、議論・
検討を行う。

ア
・「健康管理事業推進委員会」は、健保組
合が事務局を担い、産業医、健保・保険師
・労組・人事の各メンバーが参加する。
・健康課題の共有は、分析レポート資料を
活用する。

50 健康管理事業推進委員会を開催し、各事業所の健康課題の共有及び各職場における健康施策の推進
方法について、意見交換・協議を行う。

健保組合と事業所との協力体制の構築と事
業主の職場環境や健康対策事業を把握し、
情報共有を図る。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業
）

健康管理事業推進委員会の開催回数(【実績値】-　【目標値】令和3年度：1回)年１回開催 健康管理事業推進委員会の開催が目的で、アウトカムは設定しない。
(アウトカムは設定されていません)

注１) １．職場環境の整備  ２．加入者への意識づけ  ３．健康診査  ４．保健指導・受診勧奨  ５．健康教育  ６．健康相談  ７．後発医薬品の使用促進  ８．その他の事業
注２) 事業名の後に「*」がついている事業は共同事業を指しています。
注３) １．健保組合  ２．事業主が主体で保健事業の一部としても活用  ３．健保組合と事業主との共同事業
注４) ア．加入者等へのインセンティブを付与  イ．受診状況の確認（要医療者・要精密検査者の医療機関受診状況）  ウ．受診状況の確認（がん検診・歯科健診の受診状況）  エ．ＩＣＴの活用（情報作成又は情報提供でのＩＣＴ活用など）  オ．専門職による対面での健診結果の説明  カ．他の保険者と共同で集計データを持ち寄って分析を実施

キ．定量的な効果検証の実施  ク．対象者の抽出（優先順位づけ、事業所の選定など）  ケ．参加の促進（選択制、事業主の協力、参加状況のモニタリング、環境整備）  コ．健診当日の面談実施・健診受診の動線活用  サ．保険者以外が実施したがん検診のデータを活用  シ．事業主と健康課題を共有  ス．その他
注５) ア．事業主との連携体制の構築  イ．産業医または産業保健師との連携体制の構築  ウ．専門職との連携体制の構築（産業医・産業保健師を除く）  エ．他の保険者との共同事業  オ．他の保険者との健診データの連携体制の構築  カ．自治体との連携体制の構築  キ．医療機関・健診機関との連携体制の構築  ク．保険者協議会との連携体制の構築

ケ．その他の団体との連携体制の構築  コ．就業時間内も実施可（事業主と合意）  サ．運営マニュアルの整備（業務フローの整理）  シ．人材確保・教育（ケースカンファレンス∕ライブラリーの設置）  ス．その他

予
算
科
目

注1)
事業
分類

新
規
既
存

注2)
事業名

対象者 注3)
実施
主体

注4)
プロセス

分類
実施方法

注5)
ストラク

チャー
分類

実施体制 予算額
(千円) 実施計画 事業目標 健康課題との関連対象

事業所 性別 年
齢 対象者

アウトプット指標 アウトカム指標
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STEP４-１ 事業報告
事業の一覧
職場環境の整備

1 健診データの確実な収集
加入者への意識づけ

1 加入者への情報の提供と啓蒙
個別の事業

1 特定健康診査事業（被保険者）
2 特定健康診査事業（被扶養者）
3 特定保健指導事業
4 重症化予防事業
5 健診費用補助（被保険者向け）
6 健診費用補助（配偶者向け：３０歳未満）
7 健診費用補助（被扶養者向け：３０〜３９歳）
8 インフルエンザの予防接種と費用補助
9 事業主との健康施策相互支援

10 健康増進講習会
11 健康ポータルを活用した情報提供、健康取組増進とインセンティブ制度の導入
12 「健康保険のしおり」配布
13 「健保だより」の掲載（社内報）
14 医療費通知の送付（被保険者）
15 ジェネリック医薬品の使用推奨
16 育児教育用冊子の配布
17 禁煙推進施策の実施
18 歯磨きキャンペーン、口腔ケアプログラムの推進
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健診データの確実な収集

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  加入者全員

【 保健事業の基盤 】職場環境の整備
1 事業名

健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 1-エ,2 実施主体 計
画 ３．健保組合と事業主との共同事業 予算科目 (予算措置なし) 新規・既存区分 既存

実
績 1-エ, 2 実

績 ３．健保組合と事業主との共同事業
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  加入者全員

注2)プロセス分
類

計
画

イ,ウ,エ,オ
,キ,ク,ケ 実施方法 計

画
・定期健康診断の前に各事業所へ健診データの提供依頼のメールを出す。
・健診実施後、母体企業から保健師を通じてデータを回収し、事業所からは直接回収する。
・健診結果がデータ化できない健診機関については、データ化の依頼を行い、データ化ができない
場合は、事業所に他の健診機関に代えてもらう。

予算額 0千円

実
績

イ,ウ,エ,オ
,キ,ク,ケ

実
績

・健診実施後、母体企業から保健師を通じてデータを回収した。
・健診結果がデータ化できない健診機関については、データ化の依頼を行った。

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 ア,イ,キ,サ 実施体制 計

画
・母体企業並びに事業所については、健診データの重要性を説明し、協力を要請する。
・契約健診機関には、引続き健診データの提供を依頼していく。
・健診結果がいただけない健診機関には、協力依頼を行う。

決算額 0 千円

実
績 ア,イ,キ,サ 実

績
・母体企業並びに事業所については、健診データの重要性を説明し、協力を要請した。
・契約健診機関には、引続き健診データの提供を依頼した。
・健診結果がいただけない健診機関には、協力依頼を行った。

実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ４．80%以上
事業目標

被保険者では、４０−４４歳、４５−４９歳の特定健診受診率が、健保連平均に対して、低くなっている。
被扶養者では、全ての年齢階層において、特定健診受診率が、健保連平均に対して、低くなっている。

対象外

実施状況・時期
 
・母体人事部と定期健康診断、特定健康診査の打合せを持ち、データ受領についての現状を説明し、人事部からも事業所に対しデータ提供の依頼を行った。
・データ受領ができていない事業所には、健診結果報告書から手入力を行った。

成功・推進要因  ・手入力を行ったことで、データ捕捉率が向上した。
課題及び阻害要因

 
・課題としては、データが健診部分と問診部分が分かれていて両方が揃わないと１件のデータとして登録できない。
・問診部分が抜けたデータが多くあったため、これを補完する仕組みを考えなければならない。
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健診データの取込み漏れは、データヘルス計画の根幹に係る問題であるので、各事業所並びに母体企業の保険師、加えて健診機関にも協力を求め、平成３２年度までに１００％を実現する。

アウトプット指標  健診データの取込み率（【平成29年度末の実績値】50％【計画値/実績値】令和3年度：100％/79.9％　【達成度】79.9%）-[-] 
アウトカム指標

 
健診データの収集・取込みは、データヘルス計画の基本事項である。　まず、体制や環境を整えることでアウトカム指標は省略したい。
(アウトカムは設定されていません)
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加入者への情報の提供と啓蒙

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  加入者全員

【 保健事業の基盤 】加入者への意識づけ
1 事業名

健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画
2,5-ア,5-イ,5-ウ,5
-エ,5-キ 実施主体 計

画 ３．健保組合と事業主との共同事業 予算科目 その他 新規・既存区分 既存
実
績

2, 5-ア, 5-イ, 5-ウ
, 5-エ, 5-キ

実
績 ３．健保組合と事業主との共同事業

共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  加入者全員

注2)プロセス分
類

計
画 エ,ケ 実施方法 計

画
・紙・メール、イントラネットの掲示板、健康ポータルサイトの活用により情報提供及び教
育を行う。
・外部講師を招いての講習会の開催を行う。

予算額 40,223千円

実
績 エ,ケ 実

績
・紙・メール、イントラネットの掲示板により情報提供及び教育を行った。
・外部講師を招いての講習会の開催を実施した。

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 ア,イ,ケ,コ,シ 実施体制 計

画
・各事業所並びに母体企業保険師との連携による情報提供の実施。
・事業毎の外注先との連携による事業計画の策定と実施。
・健保連神奈川連合会の保険師との連携による講習会の実施。

決算額 19,425 千円

実
績 ア,イ,ケ,コ,シ 実

績
・各事業所並びに母体企業保険師との連携による情報提供の実施した。
・事業毎の外注先との連携により実施した。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業）
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実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ４．80%以上
事業目標
保健事業の年度事業計画の１００％実施を目指し、健保加入者に対する適切な情報提供と健康教育を推進する。

アウトプット指標  年度計画の達成率（【平成29年度末の実績値】90％【計画値/実績値】令和3年度：100％/90％　【達成度】90%）-[-] 
アウトカム指標

 
加入者への情報の提供と啓蒙と言うことで、内容が異なる事業が多いためアウトカムは、個々の事業にて設定するのでここでは省略します。
(アウトカムは設定されていません)

①特定健康診査事業（被保険者）
②特定健康診査事業（被扶養者）
③特定保健指導事業
④重症化予防事業
⑤健診費用補助①（被保険者向け）
⑥健診費用補助②（配偶者向け３０歳未満）
⑦健診費用補助③（被扶養者向け：３０〜３９歳）
⑧インフルエンザ予防接種と費用補助
⑨事業主との健康施策相互支援
⑩健康増進講習会
⑪健康ポータルを活用した情報提供、健康取組増進とインセンティブ制度の導入
⑫｢健康保険のしおり｣配布
⑬｢健保だより｣の掲載(社内報)
⑭医療費通知の送付（被保険者）
⑮ジェネリック差額通知
⑯育児教育用冊子配布
⑰禁煙推進施策の実施
⑱歯磨きキャンペーン、口腔ケアプログラムの推進

実施状況・時期  保険事業における加入者への情報提供と啓蒙については、上記の⑫・⑮・⑰・⑱以外については、年間を通じて実施できた。
成功・推進要因  事業主とコラボヘルスを推進することで、順調に実施できた。特に、健康増進講習会は、テーマを決めて実施しているので、参加者から評価を頂いている。
課題及び阻害要因  実施できなかった項目については、コラボヘルスだけでは簡単に進められず、実施までに時間をかけて検討をする必要がある。
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特定健康診査事業（被保険者）

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  40 〜 74 対象者分類  被保険者

【個別の事業】
1 事業名

健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画
3-ア,3-イ,
3-ウ 実施主体 計

画 ３．健保組合と事業主との共同事業 予算科目 特定健康診査事業 新規・既存区分 既存(法定)
実
績

3-ア, 3-イ
, 3-ウ

実
績 ３．健保組合と事業主との共同事業

共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  40 〜 74 対象者分類  被保険者

注2)プロセス分
類

計
画 ク,シ 実施方法 計

画
・事業実施方法について、年度初めに事業主と擦り合わせ確認を行う。
・５月中旬までに、健診の実施案内を行う。（事業主）
・未受診者（受診の未確認）をリストアップして、事業所と擦り合わせることで、事業所から健保
への報告漏れ（データ不備）をなくす。

予算額 2,400千円

実
績 ク,シ 実

績
・事業実施方法について、年度初めに事業主と擦り合わせ
　確認を行った。
・４月中旬までに、健診の実施案内を実施。（事業主）

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 ア,コ,サ 実施体制 計

画
・事業主の定期健診にて行う。
・事業所の指定健診機関にて受診。（一部は個人健診機関）
・未受診者については、事業所から職制を通じてフォロー
・健診結果が紙ベースや問診内容が抜けているデータは、パンチしてデータ取込みを行う。

決算額 1,895 千円

実
績 ア,コ,サ 実

績

・事業主の定期健診の実施
・事業所の指定健診機関にて受診。（一部は個人健診機関）
・未受診者については、事業所から職制を通じてフォロー
・健診結果が紙ベースや問診内容が抜けているデータは、
　パンチしてデータ取込みを実施した。

実施計画
(令和3年度)

被保険者では、４０−４４歳、４５−４９歳の特定健診受診率が、健保連平均に対して、低くなっている。
被扶養者では、全ての年齢階層において、特定健診受診率が、健保連平均に対して、低くなっている。

・事業主健診と合わせて特定健診を実施して受診機会を確保する。
・事業主と連携しながら健診データ未提出者へのフォロー（健診データの収集）を行うことにより、受診率を向上する。
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特定健康診査事業（被扶養者）

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  40 〜 74 対象者分類  被扶養者

振り返り

評価 ５．100%
事業目標
特定健康診査の受診により、疾病の早期発見、早期治療により健康の維持・増進を図る。

アウトプット指標
健診データ未提出者への対策実施率（【平成29年度末の実績値】70％【計画値/実績値】令和3年度：100％/80％　【達成度】90%）・健診データ未提出者のいる事業所及び受診機関への督促実施率。[
-] 
アウトカム指標  特定健診受診率（【平成29年度末の実績値】99％【計画値/実績値】令和3年度：99％/100％　【達成度】100%）-[-] 

2 事業名
健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 3-ア,3-イ,3-ウ 実施主体 計
画 １．健保組合 予算科目 特定健康診査事業 新規・既存区分 既存(法定)

実
績 3-ア, 3-イ, 3-ウ 実

績 １．健保組合
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  40 〜 74 対象者分類  被扶養者

実施状況・時期
被保険者は、事業主の定期健康診査とタイアップしているため、被保険者については、高い実施率となっているが、被扶養者については、35.0％であり、全体では、79.4％となる。　
被保険者対象者　1,025名
→受診率　100％
被扶養者対象者　460名
→受診率　35.0%
成功・推進要因

被保険者の検診が高い達成率となっているのは、事業主の定期健康診断とのタイアップによるものと事業主及び管理職の遵法精神並びに職制を通じた働きかけによるものが大きい。
被扶養者の受診率が向上傾向なのは、巡回健診の導入や受診券の配布を早めたことによるものである。
課題及び阻害要因

課題は、被扶養者の特定健康診査の受診率向上。阻害要因は、被扶養者の健康に対する意識付けが足りないことが上げられることから、分り易い通知文とポイント付与等によるインセ
ンティブ等の工夫が必要である。

被保険者では、４０−４４歳、４５−４９歳の特定健診受診率が、健保連平均に対して、低くなっている。
被扶養者では、全ての年齢階層において、特定健診受診率が、健保連平均に対して、低くなっている。
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特定保健指導事業

注2)プロセス分
類

計
画 ア,ケ 実施方法

計
画

・年間を通じて受診案内を行い、受診漏れを防ぐ。
・未受信者への受診勧奨を行う。
・他の保険者による健診を受診した方については、受診結果の提出を促す。

予算額 13,000千円

実
績 ア,ケ 実

績
・年間を通じて受診案内を行い、受診漏れを防ぐ。
・未受信者への受診勧奨を行う。

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 サ 実施体制 計

画
・年１回、健保組合及び外部業者から被扶養者宛に受診券及び輸送案内の配布。
・年１回、健保組合から被保険者宛に受診案内送付（社内メール）
・年１回、健保組合から被保険者宛に受診勧奨案内（メール）及び受診勧奨はがきを発
送。

決算額 1,895 千円

実
績 サ 実

績
・年１回、健保組合及び外部業者から被扶養者宛に受診券及
　び輸送案内の配布。
・年１回、健保組合から被扶養者宛に受診勧奨案内及び受診
　勧奨を発送。

実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ３．60%以上
事業目標
特定健康診査の受診により、疾病の早期発見、早期治療により健康の維持・増進を図る。

アウトプット指標  未受信者への案内実施回数（【平成29年度末の実績値】1回【計画値/実績値】令和3年度：1回/1回　【達成度】100%）モニタリングの実施[-] 
アウトカム指標  特定健診受診率（【平成29年度末の実績値】30％【計画値/実績値】令和3年度：70％/35.0％　【達成度】50%）-[-] 

3 事業名

・被扶養者について、自宅宛に受診案内はがきを発送する等、通年で特定健診の受診を促す。
・受診率向上を図るため、外部委託先を活用する。
・他で受診した者については、受診結果の提出を促す。
実施状況・時期

被保険者は、事業主の定期健康診査とタイアップしているため、被保険者については、高い実施率となっているが、被扶養者については、35.0％であり、全体では、79.4％となる。　
被保険者対象者　1,025名
→受診率　100％
被扶養者対象者　460名
→受診率　35.0%　受診者　161名　
成功・推進要因

被保険者の検診が高い達成率となっているのは、事業主の定期健康診断とのタイアップによるものと事業主及び管理職の遵法精神並びに職制を通じた働きかけによるものが大きい。
被扶養者の受診率が向上傾向なのは、巡回健診の導入や受診券の配布を早めたことによるものである。
課題及び阻害要因

課題は、被扶養者の特定健康診査の受診率向上。阻害要因は、被扶養者の健康に対する意識付けが足りないことが上げられることから、分り易い通知文とポイント付与等によるインセ
ンティブ等の工夫が必要である。
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対象事業所  全て 性別  男女 年齢  40 〜 74 対象者分類  被保険者,基準該当者

健康課題との関
連

分類
注1)事業分類 計

画 4-イ 実施主体 計
画 ３．健保組合と事業主との共同事業 予算科目 特定保健指導事業 新規・既存区分 既存(法定)

実
績 4-イ 実

績 ３．健保組合と事業主との共同事業
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  40 〜 74 対象者分類  被保険者,基準該当者

注2)プロセス分
類

計
画

ク,
ケ,
シ

実施方法 計
画

・平成３０年度までは、被保険者の対象者について事業主と情報を共有し、事業所から指導参加を強く促
し、参加を促進する。
・平成３１年度以降、対象者に被扶養者も加え実施率を向上させる。
・地方拠点でも受診しやすい環境整備を行うなど、利便性の向上を図る。

予算額 10,000千円

実
績

ク,
ケ,
シ

実
績

・平成３０年度までは、被保険者の対象者について事業主と情報を共有し、事業所から指導参加を強く促
し、参加を促進する。
・平成３１年度以降、対象者に被扶養者も加え実施率を向上させる。
・地方拠点でも受診しやすい環境整備を行うなど、利便性の向上を図る。

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画

ア,
コ 実施体制 計

画
・事業主と連携して実施体制（対象者への通知、就業中の参加）の構築・環境整備を行う。
・被扶養者については、平成３１年度より健診結果と併せて該当者へ連絡するか（受診券方式）、健診会
場にて当日該当者が面談を行う。（全国巡回健診）

決算額 2,753 千円

実
績

ア,
コ

実
績

・事業主と連携して実施体制（対象者への通知、就業中の参加）の構築・環境整備を行う。
・被扶養者については、平成３１年度より健診結果と併せて該当者へ連絡するか（受診券方式）、健診会
場にて当日該当者が面談を行う。（全国巡回健診）

実施計画
(令和3年度)

メタボリックシンドローム該当者、予備軍とも、健保連平均よりも高くなっている。
メタボリックシンドローム該当者は、４０−４４歳が低いが、それ以外の年齢階層で、２０％以上となっている。
メタボリックシンドローム予備軍は、４５−４９歳、７０−７４歳で低いが、それ以外の年齢階層で、２０％以上となっている。

事業主や健康管理室と連携し、特定保健指導の実施体制の構築及び環境整備を推進し、指導の実施率向上と指導該当者の減少を目指す。
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重症化予防事業

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  基準該当者

振り返り

評価 ４．80%以上
事業目標
特定健診の結果、各項目の数値を基準に所謂グレーゾーンの者に対して、健康の維持・改善を図るために目標を与え定期的に指導を行う。

アウトプット指標  保健指導実施率（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：45％/43.6％　【達成度】96.9%）平成３５年度実施率６０％を目指す。[-] 
アウトカム指標  保健指導該当率（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：24％/24.8％　【達成度】100%）平成３５年度の特定保健指導該当率を２０％までに下げる。[-] 

4 事業名
健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 2,4-オ,4-カ 実施主体 計
画 ３．健保組合と事業主との共同事業 予算科目 疾病予防 新規・既存区分 既存

実
績 2, 4-オ, 4-カ 実

績 ３．健保組合と事業主との共同事業
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  基準該当者

実施状況・時期

 

令和元年度の特定保健指導は、平成30年度の結果に基づき対象となった人に対して指導を実施した。
・対象者：1,107名
・積極的支援対象者：192名
・積極的支援実施者： 80名
・積極的支援対象者実施率：41.7％
　
・動機付け支援対象者： 83名
・動機付け支援実施者： 40名
・動機付け支援対象者実施率：48.2%
・合計実施率：43.6％

成功・推進要因  特定保健指導は、対象者の方々が比較的協力的であり、スムーズに実施できた。健康志向の高まりもあると思われる。
課題及び阻害要因

 
・特定健康審査データを100%取込むことが課題である。（データの不備）
・健診結果に対し、次年度で実施している状況。リアリティーを高めるためにも当該年度で実施できる体制が望ましい。
・同一対象者に対しての二年目以降の指導方法が課題である。

心血管疾患による突然死リスク保有者割合は、約１６％、脳卒中による突然死リスク保有者割合は、約１８％となっている。
他社データと比較すると、低い値になっているが、引続き注意が必要となる。（ＮＯ．１０と連携）
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健診費用補助（被保険者向け）

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  被保険者,基準該当者

注2)プロセス分
類

計
画 ク,ケ 実施方法 計

画
・医療機関受診勧奨の対象者リストを作成。
・各事業所及び母体企業保険師との打合せの場にて、対象者情報を共有。
・保険師から該当者に電話またはメールにて連絡し、個別指導・面談をする。 予算額 0千円

実
績 ク,ケ 実

績
・医療機関受診勧奨の対象者リストを作成。
・各事業所及び母体企業保険師との打合せの場にて、対象者情報を共有。
・保険師から該当者に電話またはメールにて連絡し、個別指導・面談をする。

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 ア,コ 実施体制 計

画 ・事業主に実施委託。 決算額 0 千円
実
績 ア,コ 実

績 ・事業主に実施委託。
実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ４．80%以上
事業目標
事業所及び母体企業保険師との間で、生活習慣病リスク保有者で未受療の被保険者の情報を共有し、重症化の予防と医療費抑制を図る。

アウトプット指標
対象者への受療勧奨の実施率（【平成29年度末の実績値】50％【計画値/実績値】令和3年度：90％/100％　【達成度】100%）３０年度は、事業所・保険師への情報提供環境を整え、３１年度より実
質稼動となる。[-] 
アウトカム指標  対象者の受診率（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：45％/56.7％　【達成度】56.7%）平成３４年度までに、対象者の受診率を５０％まで高める。[-] 

5 事業名
健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 3-ア,3-ウ 実施主体 計
画 ３．健保組合と事業主との共同事業 予算科目 疾病予防 新規・既存区分 既存

実
績 3-ア, 3-ウ 実

績 ３．健保組合と事業主との共同事業
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画

生活習慣病リスク保有者に対し、個別面談を行い、適切な受療を促す。

実施状況・時期  重症化予防事業は、コラボヘルスにて母体人事部の看護師が受診勧奨を行い、産業医の就労判定をお願いしています。
成功・推進要因  母体人事部の看護師が行うので、説得力がありほとんどの人が通院するのが通例だったが、コロナ禍の影響もあり、対象者の受診率は下がった。
課題及び阻害要因  再検査のほとんどの人は、異常は認められなかった。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業）
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実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  被保険者,基準該当者

注2)プロセス分
類

計
画 ク,ケ 実施方法 計

画 事業主診断と合わせて、がん検診・精密検査等を実施。 予算額 8,800千円
実
績 ク,ケ 実

績 事業主診断と合わせて、がん検診・精密検査等を実施。
注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 サ 実施体制 計

画
・事業主健診と合わせて、各種健診の実施と費用補助を実施。
・母体企業の保険師から受診勧奨。 決算額 11,845 千円

実
績 サ 実

績
・事業主健診と合わせて、各種健診の実施と費用補助を実施。
・母体企業の保険師から受診勧奨。

実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ５．100%
事業目標
事業主の実施する定期健康診断とのコラボレーションで組合員の健康の維持・増進を図る。

アウトプット指標  未受信者への受診勧奨実施率（【平成29年度末の実績値】60％【計画値/実績値】令和3年度：100％/100％　【達成度】100%）-[-] 
アウトカム指標  健診受診率（【平成29年度末の実績値】99％【計画値/実績値】令和3年度：99％/100％　【達成度】100%）-[-] 

・事業主健診と合わせて、各種検査に対する費用補助を実施。
・事業主と連携しながら未受信者へのフォロー（健診データの収集）を行う等して、受診率を向上させる。
実施状況・時期

被保険者に対しては、事業主(母体)が労働安全衛生法に基づく定期健康診断にコラボレーションする形でがん検診等をコースに組み入れ実施しているため、対象者はほとんどが受診し
ている。
・胃検診（３０歳以上）1,071名
・大腸がん糖尿病健診（３０歳以上）1,083名
・前立腺健診（５０歳以上男性）606名
・胸部ＣＴ（３０歳以上）70名
・乳がん・子宮がん健診（年齢不問女性）67名
※決算額は、５．６．７．８の合計額
成功・推進要因

事業主（母体）が実施する定期健康診断のため、遵法意識や職制を通じた働きかけにより、対象者のほぼ100％が受診する要因となっている。
また、看護師による受診勧奨も受診率を上げる要因となっている。
更に定期健康診断の結果の情報の集約を、グループ含めた全事業所より事業主（母体）で集約することとした。事業主の看護師が受診勧奨を行うと同時に産業医による就労判定も実施
する体制が整備された。
課題及び阻害要因  定期健康診断の結果に基づく受診勧奨後の後追いが必要
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健診費用補助（配偶者向け：３０歳未満）

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 29 対象者分類  被扶養者,基準該当者

6 事業名
健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 3-イ,3-ウ 実施主体 計
画 １．健保組合 予算科目 疾病予防 新規・既存区分 既存

実
績 3-イ, 3-ウ 実

績 １．健保組合
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 29 対象者分類  被扶養者,基準該当者

注2)プロセス分
類

計
画 ク,ケ 実施方法 計

画 ５月中旬までに、配偶者向けの健診費用補助制度について案内を行う。 予算額 100千円
実
績 ク,ケ 実

績 ５月中旬までに、配偶者向けの健診費用補助制度について案内を行う。
注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 ア,サ 実施体制 計

画
・「健康保険のしおり」、イントラネット掲示板等を通じて、対象者宛に案内。
・健診費用の一部を健保にて負担。（上限１万円） 決算額 11,845 千円

実
績 ア,サ 実

績
・「健康保険のしおり」、イントラネット掲示板等を通じて、対象者宛に案内。
・健診費用の一部を健保にて負担。（上限１万円）

実施計画
(令和3年度)

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業）

病気の早期発見・早期対策の強化に向け、健診費用の補助を通じて配偶者健診の受診を促す。
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健診費用補助（被扶養者向け：３０〜３９歳）

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  30 〜 39 対象者分類  被扶養者,基準該当者

振り返り

評価 ３．60%以上
事業目標
３０歳未満の配偶者に対し、健診の費用補助を行うことで健診の受診率を上げ、病気の早期発見・治療を図る。

アウトプット指標  補助金制度の案内実施回数（【平成29年度末の実績値】1回【計画値/実績値】令和3年度：1回/1回　【達成度】100%）-[-] 
アウトカム指標  受診者数（【平成29年度末の実績値】0人【計画値/実績値】令和3年度：10人/0人　【達成度】0%）-[-] 

7 事業名
健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 3-イ,3-ウ 実施主体 計
画 １．健保組合 予算科目 疾病予防 新規・既存区分 既存

実
績 3-イ, 3-ウ 実

績 １．健保組合
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  30 〜 39 対象者分類  被扶養者,基準該当者

実施状況・時期

 

被扶養者に対しては、特定健診項目を含む健診受診者に健診補助を実施
・被扶養者の特定健診受診時のオプション受診
　→　107名
・３０歳以上４０歳未満の被扶養者の特定健診　基本項目を含む健診を受診
　→　2名
・３０歳未満被扶養者である配偶者が特定健診　基本項目を含む健診を受診
　→　0名
※決算額は、５．６．７．８の合計額

成功・推進要因
事業主（母体）が実施する定期健康診断のため、遵法意識や職制を通じた働きかけにより、対象者のほぼ100％が受診する要因となっている。
また、看護師による受診勧奨も受診率を上げる要因となっている。
更に定期健康診断の結果の情報の集約を、グループ含めた全事業所より事業主（母体）で集約することとした。事業主の看護師が受診勧奨を行うと同時に産業医による就労判定も実施
する体制が整備された。
課題及び阻害要因  定期健康診断の結果に基づく受診勧奨後の後追いが必要

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業）
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インフルエンザの予防接種と費用補助

注2)プロセス分
類

計
画 ク,ケ 実施方法 計

画 ５月中旬までに、被扶養者向け検診費用補助制度について案内を行う。 予算額 2,800千円
実
績 ク,ケ 実

績 ５月中旬までに、被扶養者向け検診費用補助制度について案内を行う。
注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 ア,サ 実施体制 計

画
・「健康保険のしおり」、イントラネット掲示板等を通じて、対象者宛に案内。
・健診費用の一部を健保にて負担。（上限２万円） 決算額 11,845 千円

実
績 ア,サ 実

績
・「健康保険のしおり」、イントラネット掲示板等を通じて、対象者宛に案内。
・健診費用の一部を健保にて負担。（上限２万円）

実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ３．60%以上
事業目標
３０歳以上３９歳までの被扶養者に対し、健診の費用補助を行うことで健診の受診率を上げ、病気の早期発見・治療を図る。

アウトプット指標  補助制度の案内実施回数（【平成29年度末の実績値】1回【計画値/実績値】令和3年度：1回/1回　【達成度】100%）-[-] 
アウトカム指標  受診者数（【平成29年度末の実績値】10人【計画値/実績値】令和3年度：40人/2人　【達成度】1%）平成３５年度までに、受診者６０人を目標。[-] 

8 事業名
健康課題との関
連
分類

病気の早期発見・早期治療の強化に向け、健診費用の補助を通じて被扶養者の健診受診を促す。

実施状況・時期

 

被扶養者に対しては、特定健診項目を含む健診受診者に健診補助を実施
・被扶養者の特定健診受診時のオプション受診
　→　107名
・３０歳以上４０歳未満の被扶養者の特定健診　基本項目を含む健診を受診
　→　2名
・３０歳未満被扶養者である配偶者が特定健診　基本項目を含む健診を受診
　→　0名
※決算額は、５．６．７．８の合計額

成功・推進要因
事業主（母体）が実施する定期健康診断のため、遵法意識や職制を通じた働きかけにより、対象者のほぼ100％が受診する要因となっている。
また、看護師による受診勧奨も受診率を上げる要因となっている。
更に定期健康診断の結果の情報の集約を、グループ含めた全事業所より事業主（母体）で集約することとした。事業主の看護師が受診勧奨を行うと同時に産業医による就労判定も実施
する体制が整備された。
課題及び阻害要因  定期健康診断の結果に基づく受診勧奨後の後追いが必要

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業）
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対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  被保険者

事業主との健康施策相互支援

注1)事業分類
計
画 2,5-キ,5-ク 実施主体

計
画 ３．健保組合と事業主との共同事業 予算科目 疾病予防 新規・既存区分 新規

実
績

2, 5-キ, 5-
ク

実
績 ３．健保組合と事業主との共同事業

共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  被保険者

注2)プロセス分
類

計
画 ケ 実施方法 計

画 ・被保険者を対象に１１月、１２月の時期にインフルエンザの予防接種を行う。 予算額 1,200千円
実
績 ケ 実

績 ・被保険者を対象に１１月、１２月の時期にインフルエンザの予防接種を行う。
注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 ア,コ 実施体制 計

画
・実施による費用補助は、１人・１回で１，０００円を健保組合が行う。
・事業所・拠点単位で集団予防接種の実施も検討。 決算額 11,845 千円

実
績 ア,コ 実

績
・実施による費用補助は、１人・１回で１，０００円を健保組合が行う。
・事業所・拠点単位で集団予防接種の実施も検討。

実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ３．60%以上
事業目標
インフルエンザの感染予防並びに重症化予防に向けた予防接種の利用者数増加。

アウトプット指標  案内回数（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：1回/1回　【達成度】1%）-[-] 
アウトカム指標  接種率（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：35％/18％　【達成度】51%）-[-] 

9 事業名
健康課題との関
連

各事業所との連携をしながら、インフルエンザの罹患リスクの軽減及び重症化予防のため、予防接種の利用促進を図る。

実施状況・時期

 

・インフルエンザ予防接種に対する費用補助
　→　286名　（被保険者　1,552名）
・１１月、１２月で実施
※決算額は、５．６．７．８の合計額

成功・推進要因  これまで、母体人事部とのコラボヘルスの一環で本社においては、医師を呼んでの接種だったが、各被保険者での接種たなったため、減少した。
課題及び阻害要因  ドライバーや現場の作業員等休みも少なく、平日の病院での予防接種が難しいケースもある。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業）
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対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  被保険者

分類
注1)事業分類 計

画
1-ア,1
-エ 実施主体 計

画 ３．健保組合と事業主との共同事業 予算科目 その他 新規・既存区分 既存
実
績

1-ア, 
1-エ

実
績 ３．健保組合と事業主との共同事業

共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  被保険者

注2)プロセス分
類

計
画 キ,シ 実施方法 計

画
・年１回「健康管理事業推進委員会」を開催する。
・各事業所における健康課題の共有、保健事業の実施・展開方法等について、議論・検討を行う。 予算額 50千円

実
績 キ,シ 実

績
・年１回「健康管理事業推進委員会」を開催する。
・各事業所における健康課題の共有、保健事業の実施・展開方法等について、議論・検討を行う。

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 ア 実施体制 計

画
・「健康管理事業推進委員会」は、健保組合が事務局を担い、産業医、健保・保険師・労組・人事の各
メンバーが参加する。
・健康課題の共有は、分析レポート資料を活用する。

決算額 0.0 千円

実
績 ア 実

績
・「健康管理事業推進委員会」は、健保組合が事務局を担い、産業医、健保・保険師・労組・人事の各
メンバーが参加する。
・健康課題の共有は、分析レポート資料を活用する。

実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ５．100%
事業目標

健康管理事業推進委員会を開催し、各事業所の健康課題の共有及び各職場における健康施策の推進方法について、意見交換・協議を行う。

実施状況・時期

 

・健康増進推進委員会を２回開催。
・事業主と健康スコアリングレポートの情報を共
　有することで、健康課題の共有化並びに健康施
　策の推進等について説明を実施した。

成功・推進要因
 
・母体人事部を中心とするコラボヘルスにより
　健康課題の共有化と健康施策の立案・推進が
　できたことが大きい。

課題及び阻害要因  ・テレビ会議等のツール活用して実施したが、今後、開催回数、開催時期等の検討が必要。
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健康増進講習会

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  被保険者

健保組合と事業所との協力体制の構築と事業主の職場環境や健康対策事業を把握し、情報共有を図る。

アウトプット指標  健康管理事業推進委員会の開催回数（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：1回/2回　【達成度】100%）年１回開催[-] 
アウトカム指標

 
健康管理事業推進委員会の開催が目的で、アウトカムは設定しない。
(アウトカムは設定されていません)

10 事業名
健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画
5-ア,5-ウ,5-エ,5-
オ,5-キ 実施主体 計

画 ３．健保組合と事業主との共同事業 予算科目 保健指導宣伝 新規・既存区分 既存
実
績

5-ア, 5-ウ, 5-エ, 5
-オ, 5-キ

実
績 ３．健保組合と事業主との共同事業

共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  被保険者

注2)プロセス分
類

計
画 エ,ケ 実施方法 計

画
・年１回、１０月の安全衛生週間に、全国の衛生管理者が受講する健康セミナーを開催。
（５０名程度）
・セミナー受講後、受講者が各拠点にて水平展開を実施。

予算額 0千円

実
績 エ,ケ 実

績
・年１回、１０月の安全衛生週間に、全国の衛生管理者が受講する健康セミナーを開催。
（５０名程度）
・セミナー受講後、受講者が各拠点にて水平展開を実施。

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 ア,イ,コ 実施体制 計

画
・事業所と健保組合が共同開催。
・健保連神奈川連合会の保険師に依頼し、本社施設でセミナー実施。
・就業時間中に開催することで参加しやすい環境を提供。

決算額 50 千円

実
績 ア,イ,コ 実

績
・事業所と健保組合が共同開催。
・健保連神奈川連合会の保険師に依頼し、本社施設でセミナー実施。
・就業時間中に開催することで参加しやすい環境を提供。

実施計画
(令和3年度)

一部年齢層において、メンタルヘルス不調の該当率が高くなっている。　がんと同じく就業への影響が大きく、事業主と連携した総合的な支援が求めら
れる。

事業所と健保組合が共同で各拠点の衛生管理者向けに生活習慣病予防や健康管理に関するセミナーを開催する。
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健康ポータルを活用した情報提供、健康取組増進とインセンティブ制度の導入

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  加入者全員

振り返り

評価 ５．100%
事業目標
健保組合員に対し、健康に必要な情報の提供や教育を通じて、健康の維持・増進を図る。

アウトプット指標  開催回数（【平成29年度末の実績値】1回【計画値/実績値】令和3年度：1回/1回　【達成度】100%）開催実績回数。[-] 
アウトカム指標

セミナー開催後の各拠点における水平展開回数（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：1回/1回　【達成度】100%）セミナー開催後、受講者が各拠点において、内容を水平展開し
た回数。[-] 

11 事業名
健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 2,5-ア,5-イ,5-ウ,5-エ,5-キ 実施主体 計
画 １．健保組合 予算科目 保健指導宣伝 新規・既存区分 新規

実
績

2, 5-ア, 5-イ, 5-ウ, 5-エ, 5-
キ

実
績 １．健保組合

共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画

実施状況・時期

 

・衛生講演会（全国衛生週間に開催）を事業主と共催で衛生管理者講習会とメンタルヘルス推進委員会を合同で開催。
・2020〜2021年度定期健康診断結果の報告
・「喫煙の影響と生活習慣病予防について」
AOI国際病院　副医院長　熊丸裕也先生
（受講者４８名）

成功・推進要因

 

・随時、実施内容を見直してコストと効果に見
　合った事業を展開している。
・母体人事部とのコラボレーションにより、毎
　年開催されている。
・毎年開催しているので、本社近隣営業所から
　の参加、テレビ会議による遠隔地（鹿島支
　店、中部支店、関西支店）からも出席。

課題及び阻害要因

 

・今後、参加者のニーズ、時代の趨勢にあったテ
　ーマ選定が課題となる。
・ＴＶ会議のより積極的な利用による、参加者の
　増加を目指す。

該当なし
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実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  加入者全員

注2)プロセス分
類

計
画 ア,エ,ケ 実施方法 計

画

・健康ポータルの導入・活用を通じて、加入者の健康増進をサポート。
・健康ポータルサイトでは、以下サービス機能の利用が可能。
　①各種健診データの参照（健診データ、医療費通知など）
　②個人の健康データに応じたお勧めコンテンツ等の閲覧
　③健康ポイントプログラム
・健康ポイントに応じてインセンティブプログラムを提供。（平成３１年度以降
、商品交換可能）
・健康ポイントが獲得できるプログラム・イベント等を検討。

予算額 5,600千円

実
績 ア,エ,ケ 実

績

・健康ポータルの導入・活用を通じて、加入者の健康増進をサポート。
・健康ポータルサイトでは、以下サービス機能の利用が可能。
　①各種健診データの参照（健診データ、医療費通知など）
　②個人の健康データに応じたお勧めコンテンツ等の閲覧
　③健康ポイントプログラム
・健康ポイントに応じてインセンティブプログラムを提供。（平成３１年度以降
、商品交換可能）
・健康ポイントが獲得できるプログラム・イベント等を検討。

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 ア,サ 実施体制 計

画
・健保組合にてベネフィットワン・ヘルスケアと契約、費用負担。
・「健保だより」や社内メール等を活用しながら、更なる周知・浸透を図る。
・健康づくり取組施策の参加毎にポイントが付与。
・健康ポータル管理画面で管理

決算額 49.5 千円

実
績 ア,サ 実

績
・健保組合にてベネフィットワン・ヘルスケアと契約、費用負担。
・「健保だより」や社内メール等を活用しながら、更なる周知・浸透を図る。
・健康づくり取組施策の参加毎にポイントが付与。
・健康ポータル管理画面で管理

実施計画
(令和3年度)

・健康ポータルを活用し、分り易い情報提供と課題の可視化、支援メニューの提案等を通じ加入者の生活習慣改善につなげる。
・インセンティブプログラムを提供し、加入者の健康づくり取組みへの積極的かつ継続的参加を促す。
・被保険者の継続的な利用率を向上させる。
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「健康保険のしおり」配布

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  被保険者

振り返り

評価 ３．60%以上
事業目標
・加入者全員の健康意識向上、行動変容による疾病リスクの低減。
・継続利用を図るため、健康インセンティブを導入し、加入者が健康づくりの取組みに参加することでポイントが付与され、商品との交換も可能。

アウトプット指標
 
被保険者のログイン率（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：90％/0％　【達成度】0%）・実績把握は、管理者画面より集計。
・平成３５年までにログイン率１００％を目指す。[-] 
管理画面での集計回数（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：12回/9回　【達成度】75%）毎月１回、管理者画面にて実績を管理[-] 

アウトカム指標

 

ポイント申請人数（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：200人/15人　【達成度】7.5%）・平成３５年度で被保険者１，５００名の約２割が申請。
・管理者画面で集計。[実績値は、のべ人数ではなく令和３年の単年度の人数] 
各事業への参加者数（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：350人/15人　【達成度】4.3%）・平成３５年度で被保険者１，５００名の約３割が参加。
・管理者画面で集計。[実績値は、のべ人数ではなく令和３年の単年度の人数] 

12 事業名
健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 5-キ 実施主体 計
画 １．健保組合 予算科目 保健指導宣伝 新規・既存区分 既存

実
績 5-キ 実

績 １．健保組合
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画

実施状況・時期

 

・通年でシステムを運用するも利用者が伸び　
　ず、減少傾向が続いている。
・現在は、健康ウォーク（歩数入力）、体重管
　理（体重入力達成）の機能しか使っていない
　ことが原因。
・当健保組合の機密保持の方針掲示が不十分な
　ため、健診データを活用した個人別健康指導
　のコンテンツ迄活用できていない。

成功・推進要因
 
・利用率の低迷が改善されないため、１２月末で　
　解約。

課題及び阻害要因
 
・インセンティブプログラムを提供できるような　
　別のサービスを検討する必要がある。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業）
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「健保だより」の掲載（社内報）

実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  被保険者

注2)プロセス分
類

計
画 ケ 実施方法 計

画
・「健康保険のしおり」の作成配布・周知等を通じて、健保の仕組みや保健事業内容の周知・広報を行
う。
・作成・配布は原則１年おきに実施する。
・大きな法令変更がない場合は、新規発行は行わず、改正点のみを差分配布する。

予算額 1,200千円

実
績 ケ 実

績 ・「健康保険のしおり」と同等に内容のものをホームページに掲載する方法に変更した。

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 サ 実施体制 計

画
・健保にて「健康保険のしおり」冊子内容の見直し・改定を定期的に行う。
・職場経由で被保険者に配布。（自宅に持ち帰るよう指導）
・情報の鮮度管理含め、内部の管理体制の強化を進める。
・社内メールやイントラ掲示板等で更なる周知・浸透を図る

決算額 250 千円

実
績 サ 実

績
・「健康保険のしおり」と同等の内容のものをホームページに掲載する方法に変更し、令和４年１月か
ら開始。

実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ５．100%
事業目標
「健康保険のしおり」冊子の見直しによって改定部分の差分配布や新規改訂版の配布等により、保健事業の周知広報を図ることで、加入者の健康リテラシー向上及び健康増進取組を促進する。

アウトプット指標  保健事業案内冊子の見直し・改定（【平成29年度末の実績値】1回【計画値/実績値】令和3年度：1回/1回　【達成度】100%）-[-] 
アウトカム指標

改正差分又は最新版しおりの配布率（【平成29年度末の実績値】100％【計画値/実績値】令和3年度：100％/100％　【達成度】100%）-[「健康保険のしおり」からホームページに掲載する方法に変更
] 

13 事業名
健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 5-キ 実施主体 計
画 ３．健保組合と事業主との共同事業 予算科目 保健指導宣伝 新規・既存区分 既存

実
績 5-キ 実

績 ３．健保組合と事業主との共同事業

「健康保険のしおり」冊子の見直しによって改定部分の差分配布や新規改訂版の配布等により、保健事業の周知広報を図ることで、加入者の健康リテラシー向上及び健康増進取組を
促進する。
実施状況・時期

 
・「健康保険のしおり」と同等の内容のものをホームページに掲載する方法に変更した。
・柔道整復師のかかり方については、疑義のある個人あてに直接指導。

成功・推進要因  ・申請書式等も更新し、被保険者、扶扶養者からの問合せに対応できた。
課題及び阻害要因  ・ホームページの閲覧回数を増やす工夫が必要となっている。

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業）
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対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  加入者全員,基準該当者,定年退職予定者

医療費通知の送付（被保険者）

共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  加入者全員,基準該当者,定年退職予定者

注2)プロセス分
類

計
画 ケ,ス 実施方法 計

画 季節に応じたイベントや生活習慣改善に関する健康情報・ニュース等を定期的に発信する。 予算額 0千円
実
績 ケ,ス 実

績 季節に応じたイベントや生活習慣改善に関する健康情報・ニュース等を定期的に発信した。

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 サ 実施体制 計

画
・社内報に「健保だより」の記事を掲載する。
・健保にて記事原稿を寄稿。（季節性疾患は保険師から案内）
・社内メール・イントラ等を活用して、再周知を図る。

決算額 0 千円

実
績 サ 実

績
・社内報に「健保だより」の記事を掲載した。
・健保にて記事原稿を寄稿。（季節性疾患は保険師から案内）
・社内メール・イントラ等を活用して、再周知を図る。

実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ４．80%以上
事業目標
「健保だより」を通じて健保組合員に対し、必要な情報の提供や啓蒙によって、健康リテラシー向上及び健康増進取組を促進する。

アウトプット指標  情報発信の回数（【平成29年度末の実績値】6回【計画値/実績値】令和3年度：6回/7回　【達成度】100%）-[-] 
アウトカム指標

 
社内報には、多くの記事が載っており「健保だより」だけについて、掲載の効果測定ができないため。
(アウトカムは設定されていません)

14 事業名

社内報への「健保だより」の記事掲載を通じて、季節に応じたイベントや生活習慣改善に関する健康情報を提供することで、加入者の健康リテラシー向上及び健康増進取組を促進す
る。
実施状況・時期

 

「健保だより」発行は、事業主の社内報を広報
手段として、健保組合財政状況（予算・決算）、被扶養者の卒業時期の喪失手続きの周知、組合会議員改選のお知らせ、夏季契約施設利用促進等を実施した。
・母体人事部とのコラボレーションにより、人事部より新型コロナウイルス感染症関連、健康診断の案内、メンタルヘルステスト実施案内等が掲載された。
・年間５回掲載

成功・推進要因
・随時、実施内容を見直してコストと効果に見合った事業を展開している。
・毎年健保組合から掲載するものは定期的なものが多いが、コラボヘルスにより定期健康診断について人事部と打合せを行った上での掲載は、健康診断実施に有効なものとなった。
課題及び阻害要因

 
・社内報を各家庭まで持ち帰ってもらう工夫が必要。
・社内報原稿編集の締切日の問題から、急な掲載は難しいこと、掲載スペースに限りがあること。
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対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  被保険者

ジェネリック医薬品の使用推奨

健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 5-キ 実施主体 計
画 １．健保組合 予算科目 保健指導宣伝 新規・既存区分 既存

実
績 5-キ 実

績 １．健保組合
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  被保険者

注2)プロセス分
類

計
画 エ,ス 実施方法 計

画
・年４回、紙通知を送付。（平成３０年度まで）
・健康ポータル（ＷＥＢ）経由で医療費通知を実施。（平成３１年以降） 予算額 100千円

実
績 エ,ス 実

績 ・年１回、紙通知を送付した。
注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 サ,ス 実施体制 計

画 ・平成３１年以降、健康ポータルのマイページ上で参照可能とする。 決算額 291 千円
実
績 サ,ス 実

績
・年４回の通知から、年１回の通知に変更した。
・WEB上での医療費通知に向けて、検討する。

実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ４．80%以上
事業目標
医療費通知により、加入者の適切な受診を目指し、自身の医療費の利用状況を認識することで、医療費の提言を図る。

アウトプット指標  加入者への案内実施率（【平成29年度末の実績値】100％【計画値/実績値】令和3年度：100％/100％　【達成度】100%）-[-] 
アウトカム指標

閲覧人数（【平成29年度末の実績値】1,506人【計画値/実績値】令和3年度：1,300人/0人　【達成度】0%）平成３５年までに被保険者全員が健康ポータルで医療費通知を閲覧することを目標とする。[
紙ベースでの通知を継続している。] 

15 事業名

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業）

・平成３０年度までは、年４回紙通知を行い、健康ポータルへの移行の準備期間とする。
・平成３１年以降被保険者宛に、原則ＷＥＢによる医療費通知を定期的に提供する。
実施状況・時期  ・医療費通知　加入者の受診者毎に医療費通知を３ヶ月に１回作成し送付（2,025件）
成功・推進要因

 
・随時、実施内容を見直してコストと効果に見合った事業を展開している。
・医療費の削減やセルフメディケイションへの対応が図れた。

課題及び阻害要因  ・ＷＥＢ（健康ポータルサイト）での医療費通知を検討していたが、確定申告時に利用できないことが判明したため、再検討が必要となっている。
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対象事業所  全て 性別  男女 年齢  0 〜 74 対象者分類  加入者全員

健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 5-キ,5-ク 実施主体 計
画 １．健保組合 予算科目 保健指導宣伝 新規・既存区分 既存

実
績 5-キ, 5-ク 実

績 １．健保組合
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  0 〜 74 対象者分類  加入者全員

注2)プロセス分
類

計
画 ク,ケ 実施方法 計

画
・健康ポータル（ＷＥＢ）経由でジェネリック差額通知を実施。
・健康ポータル等でジェネリック利用に関する情報提供を行い、利用促進を図る。 予算額 0千円

実
績 ク,ケ 実

績 ・平成４年度での実施に向けて業者と打合せを実施した。
注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 サ 実施体制 計

画 ・健康ポータル上で参照可能とする。 決算額 0 千円
実
績 サ 実

績 ・平成４年１１月での通知を計画した。
実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ４．80%以上
事業目標
ジェネリック医薬品の利用率を向上させる。

アウトプット指標  促進通知案内（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：1回/1回　【達成度】100%）-[医療費通知にジェネリック薬品使用促進を記載] 
アウトカム指標

数量シェア（【平成29年度末の実績値】67％【計画値/実績値】令和3年度：76％/79.6％　【達成度】100%）平成３５年までに厚生労働省目標値の数量シェア８０％以上を目指す。[-] 

ジェネリック置換状況において、先発医薬品における後発品置換による削減金額が見込まれている。
正しい受療行為に関する情報提供を通じたリテラシーの底上げを図りつつ、医療費の抑制に余地のある後発薬活用やセルフディケイションを促進してい
くことが必要となる。

定期的に差額通知を掲載するとともに、ジェネリック医薬品に関する情報提供やその他の媒体による情報提供を通じ、ジェネリックの利用を促す。

実施状況・時期  加入者全員への通知は実施できなかったが、年４回発行する医療費通知に、ジェネリック医薬品利用促進について記載し啓蒙した。
成功・推進要因

 
・随時、実施内容を見直してコストと効果に見合った事業を展開している。
・被保険者証へのシール配付や、イントラネットでの広報を行ってきたので、利用率は確実に上がってきている。

課題及び阻害要因
 
・宣伝等が社内報であったり、社内のイントラネットによるため、加入者全員に伝わっていないものもある。
・引き続きの啓蒙活動が必要。
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育児教育用冊子の配布

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  基準該当者

禁煙推進施策の実施

16 事業名
健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 2 実施主体 計
画 １．健保組合 予算科目 保健指導宣伝 新規・既存区分 既存

実
績 2 実

績 １．健保組合
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  18 〜 74 対象者分類  基準該当者

注2)プロセス分
類

計
画 ク 実施方法 計

画
・１年間定期購読できるように、育児情報誌を出産した加入者宅へ送付する。
・読者向け満足度調査アンケートを実施する。 予算額 170千円

実
績 ク 実

績
・１年間定期購読できるように、育児情報誌を出産した加入者宅へ送付した。
・読者向け満足度調査アンケートを実施した。

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 サ 実施体制 計

画
・被保険者・被扶養者が出産した際に、委託業者へ定期購読のための情報提供を行う。
・健保組合にて外部業者と契約、費用を負担する。 決算額 64 千円

実
績 サ 実

績
・被保険者・被扶養者が出産した際に、委託業者へ定期購読のための情報提供を行った。
・健保組合にて外部業者と契約、費用を負担した。

実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 ４．80%以上
事業目標
乳児の健康維持と健康リテラシーの高い親の人数の増加。

アウトプット指標  案内実施率（【平成29年度末の実績値】100％【計画値/実績値】令和3年度：100％/100％　【達成度】100%）-[-] 
アウトカム指標  満足度調査（【平成29年度末の実績値】50％【計画値/実績値】令和3年度：50％/80％　【達成度】80%）満足度は、読者はがきの回収によってはかる。[-] 

17 事業名

該当なし（これまでの経緯等で実施する事業）

出産を迎えた被保険者・被扶養者宛に育児誌「赤ちゃんとママ」「同季刊紙」を配布する。

実施状況・時期  ・育児教育用小冊子の配布は、新生児出産の被保険者や被扶養者に、育児教育用小冊子｢赤ちゃんとママ｣を毎月送付（新生児１６名）
成功・推進要因

 
・随時、実施内容を見直してコストと効果に見合った事業を展開している。
・健康保険組合内部の担当者を明確にすることで、出産情報を業者に送付すれば登録され、一定期間育児誌が送付される。

課題及び阻害要因  ・当初、第一子のみ育児誌を送っていたが、第二子以降も送付するようになり、費用増となっている。
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対象事業所  全て 性別  男女 年齢  20 〜 74 対象者分類  加入者全員

健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 5-オ,5-キ,5-ク 実施主体 計
画 ３．健保組合と事業主との共同事業 予算科目 保健指導宣伝 新規・既存区分 新規

実
績 5-オ, 5-キ, 5-ク 実

績 ３．健保組合と事業主との共同事業
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  20 〜 74 対象者分類  加入者全員

注2)プロセス分
類

計
画 ク,ケ,シ 実施方法 計

画
・禁煙関連ポスターの掲示。
・社内イントラで健康情報の提供を行う。
・各事業所∕職場に対して、禁煙キャンペーンの取組を働きかける。
・禁煙外来の費用補助を行う。

予算額 80千円

実
績 ク,ケ,シ 実

績
・禁煙関連ポスターの掲示。
・社内イントラで健康情報の提供を行う。
・各事業所∕職場に対して、禁煙キャンペーンの取組を働きかける。
・禁煙外来の費用補助を行う。

注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 ア,イ,ス 実施体制 計

画
・健康増進委員会で禁煙対策の必要性を共有する。
・禁煙外来費用について、健保負担。 決算額 0 千円

実
績 ア,イ,ス 実

績
・健康増進委員会で禁煙対策の必要性を共有する。
・禁煙外来費用について、健保負担。

実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 １．39%以下
事業目標

男性における喫煙率が全年齢層で高い水準にある。将来の生活習慣病の重症化予防に向けて、喫煙対策の検討･実施の強化が必要となる。

・禁煙サポートの取組として、禁煙キャンペーンの実施や禁煙外来の費用補助を行う。
・禁煙外来の費用補助を行い、禁煙に成功する人の数を増やす。
実施状況・時期

 
・新型コロナウイルに対する感染防止策の周知、徹底を優先させたため、未実施となった。
・母体人事部との打合せの中で積極的な禁煙プログラムの実施について、意見が出ていない。

成功・推進要因
 
・新型コロナウィルス感染防止対策を最優先課題として実施した。
・母体人事部とのコラボヘルスの中では、健康経営を推進する上での禁煙推進施策の重要性は認識している。

課題及び阻害要因
 
・新型コロナウィルス感染防止の継続、ワクチン接種等が一段落してから、仕切り直しが必要。
・母体人事部と健保組合だけでの禁煙推進施策の実施ではなく、総務部や事業所担当者の参画が鍵となる。
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歯磨きキャンペーン、口腔ケアプログラムの推進

対象事業所  全て 性別  男女 年齢  7 〜 74 対象者分類  基準該当者

・平成３１年度まで、健康増進委員会を開催し事業所との連携の強化を図る。
・平成３２年度以降、禁煙に取組む人の増加。

アウトプット指標
 
健康増進委員会の開催回数（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：1回/2回　【達成度】100%）-[-] 
禁煙キャンペーンの実施回数（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：1回/0回　【達成度】0%）-[-] 

アウトカム指標  喫煙率（40歳以上）（【平成29年度末の実績値】39.6％【計画値/実績値】令和3年度：32％/0％　【達成度】0%）-[-] 

18 事業名
健康課題との関
連
分類
注1)事業分類 計

画 2 実施主体 計
画 １．健保組合 予算科目 保健指導宣伝 新規・既存区分 新規

実
績 2 実

績 １．健保組合
共同事業 共同事業ではない
事業の内容
対象者 計

画
実
績 対象事業所  全て 性別  男女 年齢  7 〜 74 対象者分類  基準該当者

注2)プロセス分
類

計
画 ケ 実施方法 計

画
・健康ポータル等を活用しながら、歯周病等に関する健康情報の提供を行い、加入者に対して口腔ケアの
ニーズ喚起を行う。
・口腔ケアプログラムの企画・実施について検討する。

予算額 500千円

実
績 ケ 実

績 ・未実施
注3)ストラクチ
ャー分類

計
画 ス 実施体制 計

画
・健康ポータルや社内イントラ等を活用して、健保組合からタイムリーに情報提供を行う。
・口腔ケアプログラムの実施費用等を健保組合にて負担する。 決算額 0 千円

実
績 ス 実

績
・未実施
・令和４年度での実施を検討する。

実施計画
(令和3年度)

振り返り

評価 １．39%以下

該当なし

歯周病等に関する健康情報の提供及び口腔ケアプログラムの提供を通じて、加入者の口腔ケアに関する取組を推進する。

実施状況・時期  口腔ケアに対する情報提供を令和２年度から実施する予定だったが、新型コロナウイルに対する感染防止策の周知、徹底を優先させたため、未実施となった。
成功・推進要因  新型コロナウィルス感染防止対策を最優先課題として実施した。
課題及び阻害要因  新型コロナウィルス感染防止の継続、ワクチン接種等が一段落してから、仕切り直しが必要。
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事業目標
口腔ケア・歯周病予防に関する取組参加者の増加。

アウトプット指標  案内・情報発信の回数（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：1回/0回　【達成度】0%）年１回[-] 
アウトカム指標  コンテンツ利用者（閲覧者）（【平成29年度末の実績値】-【計画値/実績値】令和3年度：40人/0人　【達成度】0%）５０人[-] 

注１) １．職場環境の整備  ２．加入者への意識づけ  ３．健康診査  ４．保健指導・受診勧奨  ５．健康教育  ６．健康相談  ７．後発医薬品の使用促進  ８．その他の事業
注２) ア．加入者等へのインセンティブを付与  イ．受診状況の確認（要医療者・要精密検査者の医療機関受診状況）  ウ．受診状況の確認（がん検診・歯科健診の受診状況）  エ．ＩＣＴの活用（情報作成又は情報提供でのＩＣＴ活用など）

オ．専門職による対面での健診結果の説明  カ．他の保険者と共同で集計データを持ち寄って分析を実施  キ．定量的な効果検証の実施  ク．対象者の抽出（優先順位づけ、事業所の選定など）
ケ．参加の促進（選択制、事業主の協力、参加状況のモニタリング、環境整備）  コ．健診当日の面談実施・健診受診の動線活用  サ．保険者以外が実施したがん検診のデータを活用  シ．事業主と健康課題を共有  ス．その他

注３) ア．事業主との連携体制の構築  イ．産業医または産業保健師との連携体制の構築  ウ．専門職との連携体制の構築（産業医・産業保健師を除く）  エ．他の保険者との共同事業  オ．他の保険者との健診データの連携体制の構築  カ．自治体との連携体制の構築
キ．医療機関・健診機関との連携体制の構築  ク．保険者協議会との連携体制の構築  ケ．その他の団体との連携体制の構築  コ．就業時間内も実施可（事業主と合意）  サ．運営マニュアルの整備（業務フローの整理）
シ．人材確保・教育（ケースカンファレンス∕ライブラリーの設置）  ス．その他

73


	データヘルス計画（第2期）  年次報告書
	[ 令和3年度 ]
	最終更新日：令和 4 年 06 月 23 日
	丸全昭和運輸健康保険組合

	STEP１-１ 基本情報
	STEP１-２ 保健事業の実施状況
	HeadStart-yosan
	HeadStart-jigyounushi
	STEP１-３ 基本分析
	STEP２ 健康課題の抽出
	STEP３ 保健事業の実施計画
	HeadStart
	STEP４-１ 事業報告

